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※ 老人福祉法上の「老人居宅生活支援事業」及び「老人福祉施設（うち老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設）」の事業に
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(02)　社会福祉施設等の設置状況
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１　管内の概要

(01)　人口　（国勢調査による）
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留 萌 市

増 毛 町

小 平 町

苫 前 町

令和２年

20,114

　　ついては、介護保険法上の事業と重複するため表記しない。

※ 上記には、介護保険上の介護予防サービス等は表記していない｡（介護予防サービスは６頁を参照のこと）

初 山 別 村

遠 別 町

天 塩 町

幌 延 町

合 計

※平成22年4月1日より幌延町が宗谷総合振興局に移管された。

1,080

2,520

－１－



65歳以上 比率（％） 65歳以上 比率（％） 65歳以上 比率（％） 65歳以上 比率（％） 65歳以上 比率（％） 65歳以上 比率（％）

2,006 38.9 1,992 39.4 2,007 40.4 2,006 40.6 2,000 41.5 1,998 42.7

1,282 35.1 1,277 35.8 1,259 36.0 1,253 36.2 1,257 37.2 1,257 38.0

1,337 37.3 1,339 38.0 1,327 38.0 1,328 38.3 1,314 38.9 1,304 39.4

2,859 35.6 2,880 36.5 2,890 37.3 2,894 37.5 2,897 38.4 2,932 39.4

486 34.4 486 35.6 491 36.1 482 35.7 469 36.6 460 36.7

1,052 34.5 1,057 35.2 1,061 36.1 1,060 36.2 1,065 36.9 1,062 37.7

1,025 28.6 1,014 28.9 1,039 30.3 1,039 30.5 1,053 31.9 1,058 32.6

10,047 35.3 10,045 36.0 10,074 36.7 10,062 36.9 10,055 37.8 10,071 38.6

6,903 28.4 7,027 29.3 7,217 30.8 7,224 30.9 7,388 32.3 7,500 33.5

16,950 32.1 17,072 32.9 17,291 34.0 17,286 34.1 17,443 35.3 17,571 36.2

1,344,783 24.4 1,405,319 25.7 1,451,627 26.7 1,460,774 26.8 1,513,151 28.0 1,554,240 28.9

65歳以上 比率（％） 65歳以上 比率（％） 65歳以上 比率（％） 65歳以上 比率（％） 65歳以上 比率（％） 65歳以上 比率（％）

1,977 43.5 1,954 44.8 1,901 44.6 1,864 45.1 1,822 45.2 1,778 45.6

1,256 39.0 1,257 39.6 1,247 40.1 1,227 40.6 1,214 41.4 1,207 42.1

1,309 40.5 1,305 41.0 1,290 41.8 1,247 41.4 1,226 41.4 1,205 42.0

2,932 40.1 2,950 41.3 2,943 42.2 2,878 42.5 2,880 43.5 2,830 43.5

463 37.6 448 37.6 445 38.1 444 38.8 435 39.0 419 38.0

1,072 38.8 1,055 39.2 1,063 40.2 1,064 41.3 1,044 42.1 1,033 42.9

1,057 33.2 1,072 34.1 1,084 35.7 1,090 36.7 1,103 37.6 1,069 37.5

10,066 39.5 10,041 40.3 9,973 41.1 9,814 41.5 9,724 42.1 9,541 42.4

7,608 34.5 7,690 35.6 7,721 36.5 7,663 37.3 7,614 37.8 7,526 38.3

17,674 37.2 17,731 38.1 17,694 38.9 17,477 39.5 17,338 40.1 17,067 40.5

1,587,834 29.7 1,617,164 30.5 1,639,221 31.1 1,654,626 31.7 1,667,095 32.1 1,672,451 32.5

3,310

2,481

51,902 50,897

3,223 3,172

総　　人　　口

4,678

3,305

4,029

50,636

天 塩 町

町 村 計

羽 幌 町

2,959

6,627

1,116

令　和　３　年

1,282

2,884

3,306

小 平 町

増 毛 町

苫 前 町

23,078

全 道

管 内 計

羽 幌 町

留 萌 市

初山別村

遠 別 町

　　　　年次

市町村名

初山別村

　　　　年次

市町村名

遠 別 町

天 塩 町

町 村 計

留 萌 市

管 内 計

2,931

平　成　２３　年 平　成　２４　年 平　成　２５　年

総　　人　　口 総　　人　　口

２　高齢者福祉・介護保険

(01)　高齢者人口の推移

平　成　２６　年

総　　人　　口

（～H25各年10月1日現在、H26～各年１月１日現在）

全 道

総　　人　　口

増 毛 町

小 平 町

苫 前 町

28,486 27,923 27,435

総　　人　　口

22,035

平　成　２８　年

平　成　３０　年 平　成　３1　年平　成　２９　年

27,274

3,249

26,060

1,254

2,817

48,472

7,447

45,468 44,200

総　　人　　口総　　人　　口

2,870

6,499

5,376,211

22,412

令　和　２　年

5,148,060

5,408,756

1,103

2,408

2,854

22,494

19,62820,121

43,199

5,190,638

42,122

令　和　４　年

総　　人　　口

26,601

22,867

49,468

3,895

2,8652,935

総　　人　　口

平　成　２７　年

総　　人　　口

4,824

3,378

3,380

7,547

総　　人　　口

25,499

21,628

23,63124,28924,894

21,179 20,569

3,113 3,023

5,160 5,062 4,965 4,938

3,655 3,568 3,494 3,460

3,585 3,527 3,494 3,471

8,041 7,891 7,750 7,715

1,411 1,364 1,360 1,351

3,049 3,007 2,938 2,930

3,585 3,504 3,434 3,409

4,548 4,366 4,262 4,136

52,825

23,362

3,235 3,183 3,085 3,012

7,315 7,145 6,978 6,772

1,233 1,193 1,168 1,143

2,761

3,184 3,145 3,036 2,970

2,5752,6472,690

5,342,618 5,307,813 5,268,352 5,226,066

47,534 46,522

5,441,079

23,46223,97924,339

5,521,343 5,475,581 5,445,744

－２－



(02)　令和４年度老人クラブ運営事業
　老人クラブとは、概ね60歳以上の高齢者を会員として、健康づくりを進める活動やボランティア活動等の地域を豊かにする
各種活動などを行う組織のことをいいます。
　個々の「老人クラブ」を基礎組織として、市町村ごとに「市町村老人クラブ連合会」を組織して活動を行っています。

助 成 対 象
ク ラ ブ 数

会 員 数

Ｂ

加 入 率
（ （ ％ ） ）
Ｂ ／ Ａ

助 成 対 象
ク ラ ブ
年 間 活 動
延 月 数

助成対象
連合会

加入老人
クラブ数

連合会
加入老人
クラブの
会員数

健
康
づ
く
り
・

介
護
予
防

　
　
支
援
事
業

地
域
支
え
合
い
事
業

若
手
高
齢
者
組
織
化

　
・
活
動
支
援
事
業

7 139 7.8% 84 1 7 139 ○

4 64 5.3% 48 1 4 64

13 232 19.3% 156 1 13 232 ○

6 105 3.7% 66 1 6 105 ○

3 85 20.3% 36 1 3 85

5 84 8.1% 60 1 5 84 ○ ○ ○

3 109 10.2% 36 1 3 109

41 818 8.6% 486 7 41 818 2           3 1

24 604 8.0% 288 1 24 604 ○

65 1,422 8.3% 774 8 65 1,422 3           3 1

(03)　令和４年度 地域支援事業実施状況
　地域支援事業は、被保健者が要介護状態等となることを予防し、社会に参加しつつ、地域において自立した日常生活を営むことが
できるように支援することを目的としています。地域における包括的な相談及び支援体制、多様な主体の参画による日常生活の支援
体制、在宅医療と介護の連携体制及び認知症高齢者への支援体制の構築等を一体的に推進します。

17,067

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業区分

市町村名

管 内 計

初山別村 天 塩 町留 萌 市 増 毛 町 遠 別 町小 平 町 苫 前 町 羽 幌 町

市町村老人クラブ連合会の状況

町 村 計

初 山 別 村

遠 別 町 1,033

天 塩 町 1,069

羽 幌 町 2,830

特　別　事　業　実　施　状　況

備
　
考

増 毛 町 1,778

区　分

６５歳以上
人口

(R4.1.1)

Ａ

単位老人クラブの状況

小 平 町

419

9,541

留 萌 市 7,526

1,207

苫 前 町 1,205

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○訪問型サービス（第１号訪問事業）
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○通所型サービス（第１号通所事業）

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

○ ○ ○その他生活支援サービス（第１号生活支援事業）

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○介護予防マネジメント（第１号介護予防支援事業）

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○審査支払手数料

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○高額介護予防サービス費相当事業等

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○

包
括
的
支
援
事
業

（
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

の
運

営

）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
及
び
任
意
事

業

介護給付等費用適正化事業

包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）

家族介護支援事業

一般介護予防事業

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

任
意
事
業

認知症初期集中支援推進事業

認知症地域支援・ケア向上事業

地域ケア会議推進事業

包
括
的
支
援
事
業

（
社
会
保
障
充
実
分

）

成年後見制度
利用支援事業
福祉用具・
住宅改修支援事業

地域自立生活支援事業

その他

そ
の
他
事
業

在宅医療・介護連携推進事業

生活支援体制整備事業

－３－



(04)　介護保険保険者別第１号被保険者の状況

65～74

75～   

722 41.1

1,035 58.9

466 40.6

681 59.4

464 39.9

698 60.1

1,115 40.1

1,663 59.9

156 36.8

268 63.2

438 43.4

572 56.6

517 48.8

543 51.2

3,878 41.5

5,460 58.5

3,323 44.4

4,153 55.6

7,201 42.8

9,613 57.2

◯介護保険料（第１号被保健者・基準月額）（円）

割りかえしたものである。（加重平均）

※基準月額は、条例に規定されている基準年額保険料（第４段階の保険料）を１２で除し、 １円未満の端数を切り上げて
記載している。このため、各市町村が公表している月額保険料と異なる場合がある。
※管内平均は、各市町村の被保険者数に月額保険料額を乗じて足し上げたものを管内市町村の被保険者数で

苫 前 町

羽 幌 町

初 山 別 村

遠 別 町

天 塩 町

管 内 平 均

区分

留 萌 市

増 毛 町

小 平 町

5,300

3,142 5,100

5,2813,027 3,230 3,823 3,838 4,186 4,828

4,925

5,400

3,950

5,100

3,425 3,825 4,259 4,567 4,817 5,100

4,800

3,880 4,981

3,700

4,517 4,655

4,925

5,300

5,102

2,800 3,350

4,310 3,880

5,300

4,908

4,067 3,725

4,975

3,364 4,151 4,445

4,317

4,025

3,685 3,684

3,350

3,109 3,450

3,384 3,634

4,0002,534

3,612 3,685

2,967 3,109

2,759 2,975

2,709 2,800

2,509

4,513

第２期

（H30～
H17） H20） H23） H26） R2）

（H24～ （H27～（H12～
H14） H29）

（H15～ （H18～ （H21～
第４期

126

990

895

第７期

15214.3 14.3

8.1

10.5

12,143

9,338

20.2 2,176

第１期

14.712.3

16,814

1,930

第３期

15.3

11.3131

343

153

第8期第５期 第６期

1,148 1,369

735

1,757

1,147

1,162

2,778

424

1,010

1,060

124

330

1,721 10.2 8.9

9.5

7,476

12.9 1,494

8581,643 22.0 782

12.3

1,213

120106 124

152 7.6

17.0

10.5

11.5

16.369

16.2

2,582 15.4

10.0

8.5

9.8

759

13.4

163

471

14.0

154

12.3

65

13.8

16.3

10.8

39

86

106

8.7

10.9

6.7

11.9

9.3

6.6

9.2

108

183

709

1,01214.1

10.1 71

11.5

1,318

134

69

107

19.2

11013.3

37

3,390

13.4

18.9

17.5

191

185

1,747 18.7

57

755

1,298

830

834

1,990

小 平 町

苫 前 町

羽 幌 町

管 内 計

6,691

5,452

初 山 別 村

遠 別 町

天 塩 町

町 村 計

留 萌 市

280

704

区　　　分

増 毛 町

第 1 号 被
保 険 者 の
い る 世 帯 第１

段階
割合
（％）

第３
段階

占 め る
割 合
（ ％ ）

19.7

割合
（％）

第２
段階

11.3

割合
（％）

290 16.5 14012.2

第５
段階

229

532

158

18.1

382

9711.0208

13.6 10.7

割合
（％）

13.4

割合
（％）

236345 21419.6 8.0

第４
段階

割合
（％）

54

8.5

第６
段階

13.3

第1号被保険者数

198

126178 15.5

所　　得　　段　　階　　別　　第　　１　　号　　被　　保　　険　　者　　数

183

114

123

285

39

10.6

1,885

割合
（％）

第８
段階

9.9 60

10.3 131

11.9 80

第７
段階

4.6 72 6.2

割合
（％）

第９
段階

割合
（％）

4.3 75 4.310.4 76

5.2 27 6.4

4.7 121

5.2 57 5.0

3.7

61 6.0 78 7.7

7.5

368 4.9

10.6 484 5.2 511 5.5

11.9

4.4

9.2 22

81

784

5,600

273

5,500

（R3～
R5）

5,281

11.2 852

伸び率

（７期→

5.1

5,404

6,091

4.7

6,291

0.0％

4,981

7.5%

11.7%

0.0％

　　　　　介護保険の第１号保険者とは、市町村の住民のうち65歳以上の人です。
　　　　　第１号保険者は、各市町村ごとの所得段階別の定額保険料を年金天引き等により納めます。そして、要介護者や要援護者
　　　　になったとき、認定を経て介護保険の給付が受けられます。

12.0

5,300

6.1%

※　介護保険事業状況報告（年報）より記載（令和5年8月集計暫定値）

(令和5年3月31日現在)

８期）

2.0%

-3.2%

0.1％

5,100

5,274

3.7%

－４－



要支援 割 合 要支援 割 合 要支援 割 合 経過的 割 合 要介護 割 合 要介護 割 合 要介護 割 合 要介護 割 合 要介護 割 合 要介護 割 合 割 合

1 （％） 2 （％） 計 （％） 要介護 （％） 1 （％） 2 （％） 3 （％） 4 （％） 5 （％） 計 （％） （％）
第１号被保険者 59 15.1 54 13.8 113 29.0 97 24.9 49 12.6 55 14.1 47 12.1 29 7.4 277 71.0 390 22.2

65 ～ 74 5 19.2 4 15.4 9 34.6 4 15.4 4 15.4 2 7.7 4 15.4 3 11.5 17 65.4 26 3.6

75 ～ 54 14.8 50 13.7 104 28.6 93 25.5 45 12.4 53 14.6 43 11.8 26 7.1 260 71.4 364 35.2
第２号被保険者 1 14.3 0 0.0 1 14.3 3 42.9 2 28.6 0 0.0 1 14.3 0 0.0 6 85.7 7

計 60 15.1 54 13.6 114 28.7 100 25.2 51 12.8 55 13.9 48 12.1 29 7.3 283 71.3 397
第１号被保険者 12 5.3 26 11.6 38 16.9 45 20.0 60 26.7 37 16.4 27 12.0 18 8.0 187 83.1 225 19.6

65 ～ 74 1 14.3 0 0.0 1 14.3 1 14.3 4 57.1 0 0.0 0 0.0 1 14.3 6 85.7 7 1.5

75 ～ 11 5.0 26 11.9 37 17.0 44 20.2 56 25.7 37 17.0 27 12.4 17 7.8 181 83.0 218 32.0
第２号被保険者 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 100.0 2

計 12 5.3 26 11.5 38 16.7 45 19.8 62 27.3 37 16.3 27 11.9 18 7.9 189 83.3 227
第１号被保険者 66 22.6 38 13.0 104 35.6 66 22.6 42 14.4 36 12.3 26 8.9 18 6.2 188 64.4 292 25.1

65 ～ 74 5 20.0 5 20.0 10 40.0 7 28.0 2 8.0 2 8.0 3 12.0 1 4.0 15 60.0 25 5.4

75 ～ 61 22.8 33 12.4 94 35.2 59 22.1 40 15.0 34 12.7 23 8.6 17 6.4 173 64.8 267 38.3
第２号被保険者 3 42.9 2 28.6 5 71.4 0 0.0 2 28.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 28.6 7

計 69 23.1 40 13.4 109 36.5 66 22.1 44 14.7 36 12.0 26 8.7 18 6.0 190 63.5 299
第１号被保険者 161 26.7 58 9.6 219 36.3 106 17.5 81 13.4 78 12.9 72 11.9 48 7.9 385 63.7 604 21.7

65 ～ 74 8 16.0 5 10.0 13 26.0 5 10.0 9 18.0 8 16.0 8 16.0 7 14.0 37 74.0 50 4.5

75 ～ 153 27.6 53 9.6 206 37.2 101 18.2 72 13.0 70 12.6 64 11.6 41 7.4 348 62.8 554 33.3
第２号被保険者 2 16.7 1 8.3 3 25.0 3 25.0 0 0.0 3 25.0 0 0.0 3 25.0 9 75.0 12

計 163 26.5 59 9.6 222 36.0 109 17.7 81 13.1 81 13.1 72 11.7 51 8.3 394 64.0 616
第１号被保険者 29 25.2 19 16.5 48 41.7 20 17.4 13 11.3 8 7.0 16 13.9 10 8.7 67 58.3 115 27.1

65 ～ 74 1 11.1 3 33.3 4 44.4 1 11.1 0 0.0 0 0.0 3 33.3 1 11.1 5 55.6 9 5.8

75 ～ 28 26.4 16 15.1 44 41.5 19 17.9 13 12.3 8 7.5 13 12.3 9 8.5 62 58.5 106 39.6
第２号被保険者 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.0 1

計 29 25.0 19 16.4 48 41.4 21 18.1 13 11.2 8 6.9 16 13.8 10 8.6 68 58.6 116
第１号被保険者 18 9.7 22 11.9 40 21.6 42 22.7 35 18.9 29 15.7 28 15.1 11 5.9 145 78.4 185 18.3

65 ～ 74 1 10.0 4 40.0 5 50.0 1 10.0 0 0.0 0 0.0 3 30.0 1 10.0 5 50.0 10 2.3

75 ～ 17 9.7 18 10.3 35 20.0 41 23.4 35 20.0 29 16.6 25 14.3 10 5.7 140 80.0 175 30.6

第２号被保険者 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 50.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 50.0 2 100.0 2

計 18 9.6 22 11.8 40 21.4 43 23.0 35 18.7 29 15.5 28 15.0 12 6.4 147 78.6 187
第１号被保険者 23 10.3 29 13.0 52 23.3 52 23.3 43 19.3 29 13.0 32 14.3 15 6.7 171 76.7 223 21.0

65 ～ 74 3 9.7 8 25.8 11 35.5 5 16.1 8 25.8 3 9.7 2 6.5 2 6.5 20 64.5 31 6.0

75 ～ 20 10.4 21 10.9 41 21.4 47 24.5 35 18.2 26 13.5 30 15.6 13 6.8 151 78.6 192 35.4
第２号被保険者 0 0.0 2 66.7 2 66.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 33.3 1 33.3 3

計 23 10.2 31 13.7 54 23.9 52 23.0 43 19.0 29 12.8 32 14.2 16 7.1 172 76.1 226
第１号被保険者 368 18.1 246 12.1 614 30.2 428 21.0 323 15.9 272 13.4 248 12.2 149 7.3 1,420 69.8 2,034 21.8

65 ～ 74 24 15.2 29 18.4 53 33.5 24 15.2 27 17.1 15 9.5 23 14.6 16 10.1 105 66.5 158 4.1

75 ～ 344 18.3 217 11.6 561 29.9 404 21.5 296 15.8 257 13.7 225 12.0 133 7.1 1,315 70.1 1,876 34.4
第２号被保険者 6 17.6 5 14.7 11 32.4 8 23.5 6 17.6 3 8.8 1 2.9 5 14.7 23 67.6 34

計 374 18.1 251 12.1 625 30.2 436 21.1 329 15.9 275 13.3 249 12.0 154 7.4 1,443 69.8 2,068
第１号被保険者 99 7.1 229 16.4 328 23.5 345 24.7 301 21.6 196 14.1 141 10.1 83 6.0 1,066 76.5 1,394 18.6

65 ～ 74 14 9.9 22 15.5 36 25.4 34 23.9 35 24.6 18 12.7 11 7.7 8 5.6 106 74.6 142 4.3

75 ～ 85 6.8 207 16.5 292 23.3 311 24.8 266 21.2 178 14.2 130 10.4 75 6.0 960 76.7 1,252 30.1
第２号被保険者 1 5.6 4 22.2 5 27.8 5 27.8 4 22.2 3 16.7 1 5.6 0 0.0 13 72.2 18

計 100 7.1 233 16.5 333 23.6 350 24.8 305 21.6 199 14.1 142 10.1 83 5.9 1,079 76.4 1,412
第１号被保険者 467 13.6 475 13.9 942 27.5 773 22.5 624 18.2 468 13.7 389 11.3 232 6.8 2,486 72.5 3,428 20.4

65 ～ 74 38 12.7 51 17.0 89 29.7 58 19.3 62 20.7 33 11.0 34 11.3 24 8.0 211 70.3 300 4.2

75 ～ 429 13.7 424 13.6 853 27.3 715 22.9 562 18.0 435 13.9 355 11.3 208 6.6 2,275 72.7 3,128 32.5
第２号被保険者 7 13.5 9 17.3 16 30.8 13 25.0 10 19.2 6 11.5 2 3.8 5 9.6 36 69.2 52

計 474 13.6 484 13.9 958 27.5 786 22.6 634 18.2 474 13.6 391 11.2 237 6.8 2,522 72.5 3,480

●割合算出の考え方

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

※　介護保険事業状況報告（年報）より記載（令和5年8月集計暫定値）

合　　　計

羽 幌 町

(05)　要介護（要支援）認定者数

区　　　　　　　　分

遠 別 町

天 塩 町

町 村 計

割　　　　　　　　　　　　合

初山別村

留 萌 市

増 毛 町

合 計

管 内 計

　「要介護状態」とは、身体または精神の障がいのために、入浴・排せつ・食事など日常生活での基本的な動作について、６ヵ月にわ
たり、継続して常時介護を要すると見込まれる状態を言います。
　要介護状態と認定された被保険者が「要介護者」です。要介護状態は、介護の必要の程度により要介護１～５に区分され、区分に
応じて居宅サービス・地域密着型サービスまたは施設サービスが提供されます。

(令和5年3月末現在)

苫 前 町

65  ～  74

後期高齢者に占める認定者の割合

Ｌ

Ｍ

小 平 町

第１号被保険者に占める認定者の割合

各要介護度

Ｈ

前期高齢者に占める認定者の割合

Ｆ／Ｋ

Ｉ／Ｎ

Ｇ

第２号被保険者

Ｊ／Ｏ

割　　　合

75  ～     

Ｆ

Ｉ

第１号被保険者

計 Ｊ

Ｋ

Ｇ／Ｌ

Ｈ／Ｍ

Ｎ

Ｏ

－５－



(06)　介護保険サービス等指定事業者数一覧

訪問

介護

訪問

入浴

訪問

リハ

居宅

療養

通所

介護

通所

リハ

短期

生活

短期

療養

特定

施設

福祉

用具

用具

販売

夜間

対応

通所

介護

認知

通所

小規

多機

認知

ＧＨ

特定

施設

福祉

施設

福祉

施設

老健

施設

療養

医療

11 3 3 8 2 3 1 2 1 5 4 10 3 2 2 8 1 1 1 2 73 0

3 3 8 3 1 1 1 5 4 2 2 7 1 41 0

3 (1) 1 0 1 2 1 1 1 10 (1)

1 1 2 1 1 6 0

(1) 1 1 1 1 1 5 (1)

1 1 1 3 0

2 (1) 1 2 1 1 1 1 9 (1)

1 1 1 3 0

2 1 1 2 1 1 4 2 2 16 0

1 1 1 1 2 1 7 0

1 (1) 1 1 1 4 (1)

1 1 2 0

1 (1) 2 2 1 1 1 8 (1)

2 1 3 0

1 (1) 1 1 1 1 3 1 1 10 (1)

1 1 1 1 1 5 0

21 0 4 (6) 3 11 6 4 8 2 4 5 5 24 0 6 2 2 14 2 2 8 2 0 135 (6)

0 4 0 3 11 4 8 1 4 5 5 0 2 2 13 8 70 0

※訪問看護、訪問リハ、居宅療養管理指導、通所リハ、短期入所療養介護については、事業実績がある事業所のみ記載。

(01)　障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく指定事業者数一覧

相談

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

行
動
援
護

同
行
援
護

重
度
障
害
者

包
括
支
援

短
期
入
所

生
活
介
護

療
養
介
護

自
立
訓
練

（
機
能
訓
練

）

自
立
訓
練

（
生
活
訓
練

）

就
労
移
行
支
援

就
労
継
続
支
援

（
A
型

)

就
労
継
続
支
援

（
B
型

）

共
同
生
活
援
助

（
グ
ル
ー

プ
ホ
ー

ム

）

施
設
入
所
支
援

地
域
移
行
支
援

地
域
定
着
支
援

特
定
相
談
支
援

児
童
発
達
支
援

放
課
後
児
童
デ
イ

居
宅
訪
問
型

児
童
発
達
支
援

保
育
所
等
訪
問
支
援

障
害
児
相
談
支
援

4(1) 3 2(1) 1 2 6 3 1 1 5 1 5 1 1 5

1 1

1 1 1 1 1

2 2 1 1

1 1 1 1 1 1 1(1) 2(1) 1

1 1 2 2 1 1 2

1 1 1

1 1 1 1 1

11(1) 10 3(1) 3 0 5 5 0 0 0 0 0 9 5 3 1 1 6 3(1) 9(1) 1 1 6

※（　）表示は基準該当事業者数、内数

天 塩 町

振 興 局 計

９(2)

10

5

82(4)

3

羽 幌 町

（令和5年4月1日現在）

計

41(2)

2

5

羽 幌 町

障害児福祉

※訪問看護の（  ）については、サブステーション。　　

日中活動系訪問系サービス

留 萌 市

合 計

苫 前 町

6

留 萌 市

苫 前 町

初 山 別 村

遠 別 町

居住系

増 毛 町

訓練系・就労系

居　　　宅　　　サ　　　ー　　　ビ　　　ス 地　域　密　着　型　サ　ー　ビ　ス

小 平 町

小 平 町

（令和5年4月1日現在）

増 毛 町

遠 別 町

初 山 別 村

相談系

※下段は、介護予防サービス事業所。　　

障害児通所支援

３　障がい者（児）福祉

障害者福祉

合　　　計

介
護
予
防
支

区　　　分

※事業者の指定については、随時指定申請を受けており、指定数には変動がある。　　

介護保険施設

訪問看護

居
宅
介
護
支

天 塩 町

－６－



(02)　療育手帳交付状況
療育手帳は、北海道の療育手帳制度要綱に基づき、知的障がい者（児）に対して、各種の援助を受けやすくするとともに、福祉の

増進に資することを目的としています。
障害の程度は、軽度、中度、重度、最重度と４段階となっており、手帳はA（重度・最重度）とB（軽度・中度）に区分されます。

・心身障害者扶養共済制度
　心身障害者扶養共済制度とは、障がいのある方を扶養している保護者が、

自ら生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、　保護者が死亡・重度障害等に

あったときに、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。

■支給額　 1口：月額2万円

　　　　　　　 2口：月額4万円

■掛　  金　加入時の加入者の年齢による（9,300円～23,300円）

(04)　腎臓機能障がい者通院交通費補助事業の状況
腎臓機能障がいに起因する症状を軽減又は除去する目的で、人工透析療法による医療を受けるための通院に要した交通費を

補助する事業です。

(令和5年4月1日現在）

遠 別 町

65

47

18

増 毛 町

小 平 町

苫 前 町

天 塩 町

初 山 別 村

羽 幌 町

留 萌 市

(03)　心身障害者扶養共済制度加入状況

増 毛 町

3

8

0

20

合 計

町 村 計

天 塩 町

苫 前 町

小 平 町

初 山 別 村

前期 後期 合計
実人数（人） 支給額（円） 実人数（人） 支給額（円） 実人数（人） 支給額（円）

留 萌 市 0 0 0 0 0 0

　　　   区分

市町村

腎臓機能障がい者通院交通費補助事業

2 7,000

増 毛 町

0

0

0

0

0

小 平 町 1 4,200 1 2,800

0

苫 前 町

初 山 別 村 0

羽 幌 町

0

14,000遠 別 町 2 6,300 2 7,700 4

天 塩 町 1 18,190 1 16,970 2

 　　　　区分

市町村

35,160

合 計 4 28,690 4 27,470 8 56,160

43

103

留 萌 市

町 村 計

羽 幌 町

遠 別 町

10

37 47 151

Ａ

合 計

(令和5年3月31日現在）

0

1

1

10 362 161 248

18　歳　未　満 18　歳　以　上

Ａ Ｂ 計 Ａ Ｂ 計 Ｂ 計

4

0

1

3

8

4

6

18

211

54

409

81 101 221 350 571 241 431 672

44

44

42

209

73

51

49

121

18

52

45

263

4

4

5

15

0

7

2

25

24

17

38

10

19

18

70

40

23

26

65

8

25

24

139 80 183

19 26

29 44

24 27

18 31

41 80

10 8

20 32

合　　　　　　　計

(令和5年3月31日現在）

町 村 計 4 28,690 4 27,470 8 56,160

加入者数

1

16

7

23

0

5

0

3

4

3

－７－



(05)　令和４年度特別障害者手当等支給状況

・特別障害者手当（２０歳以上）

著しい重度の障がいがあるため、日常生活において、常に特別の介護が必要で、在宅で暮らしている方が支給を受けられます。

■支給額　　月額　　２７，３００円

・障害児福祉手当（２０歳未満）

重度の障がいがあるため、日常生活において、常に介護が必要で、在宅で暮らしている障害のある児童が支給を受けられます。

■支給額　　月額　　１４，８５０円

※留萌市は、市で支給決定

・特別児童扶養手当

中程度以上の障がいのある２０歳未満の児童を養育している父母などが支給を受けられます。

■支給額　　 １級（重度）　　月額　　５２，５００円

２級（中度）　　月額　　３４，９７０円

合 計

天 塩 町

54

遠 別 町

初 山 別 村

苫 前 町

20

0

8

4

84

　　　  区分

市町村

増 毛 町

羽 幌 町

留 萌 市

小 平 町

町 村 計

特別児童扶養手当

受給者数
支給対象児童数

2,293,200 7 84

24 356,400

3,540,600

24 356,400 2

00

0

356,400 2

48

48

48178,200 1982,800

00

4

天 塩 町

1,011,600 4

0

合 計

356,400 2

3 12

障害児福祉手当

実人数支給金額（円）延件数

経過的福祉手当

支給金額（円）

合　　　　　　　　計

初 山 別 村

655,20024

24 655,200

増 毛 町

苫 前 町

支給金額（円）

羽 幌 町 2 24

小 平 町

36

　　    　区分

市町村 延件数

特別障害者手当

2

支給金額（円）

14

実人数 延件数

24

延件数

1,011,600 4

0 0

2

(06)　特別児童扶養手当受給状況

0遠 別 町

(令和5年3月31日現在）

16871,247,400

1,161,000

0

実人数 実人数

１級
支給停止者数

２級

10

5

5 0

5

3

3

52

106

10

5

2

2

6

0

2

30

14

0

6 0

3

20

0

1

0

44

2

（令和5年3月31日現在）

1

32

76

1

0

0

1

－８－



４　児童・母子寡婦福祉

(01)　認可保育所・認定こども園の設置状況

(02)　へき地保育所及び認可外保育施設の設置状況

4 (3) 28 (19) 4 (3) 28 (19)

4 (3) 28 (19) 9 (3) 56 (19)

※　（）内の値は、「院内保育施設数」及び「院内保育施設に通所している児童数」を再掲したものです。

（令和5年4月1日現在）

90

0

市町村が条例等で設置する保育施設のことです。

605

事 業 所 内 保 育 施 設 ：

ベ ビ ー ホ テ ル ：

上記に該当しない保育施設は「私立一般」呼んでいます。

市町村が設置するベビーホテル、事業所内保育施設以外の施設。

合 計

認 可 保 育 所 ：

認 定 こ ど も 園 ： 都道府県が定める基準を満たし、都道府県知事に認可・認定された保育施設のことで、このうち幼稚園と保育所
の両方の機能を有する単一の施設としての要件を満たす場合には、地域の実情に応じて次の４種類の類型に分
けられます。

国が定めた基準を満たし、都道府県知事に認可された保育所のことです。

幼 保 連 携 型 ：

幼 稚 園 型 ：

保 育 所 型 ：

地 方 裁 量 型 ：

留 萌 市

町 村 計

天 塩 町

遠 別 町

初 山 別 村

施設数

0

1

115

85

0

羽 幌 町

　　　　     区分

市町村名

増 毛 町

小 平 町

苫 前 町

80

定員

242

へ き 地 保 育 所 ：

90

0

施設数

363

63

0

0

公立認可外保育施設：

3 24

720

260

460

0 0

0 0

1

0

3.8%

0 0

0

0

27.1% 149

0

1648

0

1

2

1

1

6

2

47

0

112

70

0

71

入所人員

84%

93%

79%

70%

52%

0%

97%

82%

0%

89%

入所率
乳児

23

13

10

3

1

0

4

0

0

2

人員

5.4%

2.8%

4.8%

2.1%

0.0%

3.6%

69

95

22

9

0

1～2歳児

22.3%

24.3%

0.0%

31.0%

0.0%

0.0%

2.8%

割合
％

割合
％

25

17

0

22

人員

0

32

28.5%

26.2%

34.9%

19.1%

0.0%

24.6%

21.9%

26.4%

22.2%

25.5%

53

96

14

12

割合
％

16

0

22

人員

3歳児

0.0%

28.6%

22.9%

0.0%

31.0%

0

25

人員

44.5%

44.2%

44.6%

38.1%

53.2%

269

107

25

0

5

45.5%

52.9%

51

37

162

24

2

0

1

0 2 4 0

02 4

0 0 0

1

0

0

3 24 0 0 0 0

0

1

0

0

0

0

10

0

1

12

0

0 0

1 5 0 0 0 000

0 0

天 塩 町

遠 別 町 0 0 0 0 0 0

1

1 12 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

留 萌 市

町 村 計

0 0 1

0 0

0 0 0 0

増 毛 町

小 平 町

苫 前 町

羽 幌 町

初 山 別 村

合 計

0

施設数

1 3 0 0

児童数

0 0 0

7 0 0 0

施設数 児童数 児童数

0 0

児童数

事業所内（院内） ベビーホテル

0 0 0 0

施設数 施設数

合計

私立認可外保育施設：

公立認可外 私立認可外
認　可　外　保　育　施　設

児童数 施設数児童数

　　　　   　区分

市町村名

（令和5年4月1日現在）

へき地保育所

幼稚園と保育園の両方の機能をあわせ持つ単一の施設。

認可幼稚園が、保育所の機能を備えて認定こども園として機能する施設。

認可保育所が、保育が必要な子ども以外の子どもを受け入れるなどの幼稚園の機能を備えた施設。

幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として機能する施設。

保育を行う施設で、都道府県などが認可している認可保育所以外のものを総称して「認可外保育施設」と呼
んでいます。認可外保育施設には次の４種類の類型があります。

4歳以上
年　　齢　　別　　入　　所　　人　　員

0.0%

35.2%

割合
％

認 可 外 保 育 施 設 ：

0.0%

病院や企業などにおいて、その従業員の乳幼児を保育する施設。

①夜８時以降の保育を行っている、②宿泊を行う保育を行っている、③一時預かりの子どもが利用
児童の半数以上を占めているのいずれも常時行っている施設。

0 0

5

28

－９－



　

制度の目的

受給資格者

支給要件児童

（令和5年3月31日現在）

主な資格喪
失理由

(03)　児童扶養手当受給状況

(04)　児童手当支給状況

増 毛 町 76

延　べ
児童数

57

支出額
（千円）

支出額
（千円）

6,820

延　べ
児童数

              区分

市町村名

4,320

2,985

３歳～小学校就学前

第１子・第２子

０～３歳未満

被用者

支出額
（千円）

第３子以降

支出額
（千円）

4,575

非被用者

延　べ
児童数

174

421

1,050

134

84

105

126

3,103

23,745

22,800

46,545

延　べ
児童数

288

199

6,315

1,520

1,890

305

59

68

小 平 町

1,583

苫 前 町

羽 幌 町

遠 別 町

初 山 別 村 70

1,140

1,575

3,000

2,010

1,260

885

延　べ
児童数

1,577

1,180

1,447

2,803

1,025

7,100

1,020

10,890

3,705

726

16,84014,595

1,236

9,740

247

15,770

11,800

14,470

28,030

4,720

10,250

12,360

472

97,400

71,000

168,400

延　べ
児童数

362

254

360

617

3,361

支出額
（千円）

5,430

3,810

5,400

3,000

3,225

50,415

1,125

9,255

200

2,083

1,278

31,245

19,170

75

215 4,040

184

404

1,224

4,082

552

75,540

194

92

3,700

6,660

7,554

370

666

12,240

1,840

460

685

330

1,340

682

268

5,520

40,820

34,7203,472

5,490 360,985

33,765

24,840

1,098

天 塩 町

137

66

80

204

1

153 16 145

市 町 村 計

208,250

400

1,020

4,150830

留 萌 市

留 萌 市

市 町 村 計

              区分

市町村名

死

別

0

2002,610

973

支出額
（千円）

0

障

害

0

町 村 計

0

18

0

増 毛 町 85

152,735

58,535

10,325

20,690

27,495

28 0

32,600

285

970

0

小 平 町

0

10 0 0

14

00

288 60 256

0 2408

158

52

98

160

00

0 0

60

1 10

74

0 0

346 12町 村 計 135 44 111

3天 塩 町 19 11 15

0 2

遠 別 町 10 9 10 00

初 山 別 村 5 1 5 000

3 0

苫 前 町 15 5 12

羽 幌 町 37 9 32

未

婚

受

給

者

支

給

停

止

者

数 離

別

世　　帯　　類　　型　　別

遺

棄

0 0

2

人

3

人

4

人

31 0

そ

の

他

3

1

人

制度の目的

受給資格者

支給対象児
童

0

20 0

9 4 6

主な資格喪
失理由

①日本国内に住所を有しなくなった　②他市町村へ転出　③支給要件児童と別居することとなった
④支給要件児童が児童福祉施設へ入所した　などが該当します。

児童手当法に基づき、家庭等における生活の安定及び次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に手当が
支給されます。

①児童の父母　②未成年後見人　③父母指定者

15歳に達した年度末までの児童

特例給付

支出総額
（千円）

0

中学生

0

児　　　　童　　　　扶　　　　養　　　　手　　　　当
受　　給　　者　　内　　訳

児　童　数　別

6

人

以

上

15

5

人

22 1140

6

9

18

5

4

84

3

5

13

0

3

7

0

1

5

0

3

2

28

2

0

1

0

0

0

0

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

63

5

19

30

214

454

（令和5年3月31日現在）

児童扶養手当法に基づき、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭生活の自立の促進による、
児童の福祉の増進を目的に児童の父母又は養育する者に支給されます。

①児童の父母　②養育者

①18歳に達した年度末までの児童　②20歳未満で政令で定める程度の障害のある児童

①父母の婚姻　②施設入所（児童のみ※親子で入所した場合は喪失に当たらない）
③児童を監護しなくなった
④児童が18歳の年度末に達した又は20歳の誕生日を迎えた　などが該当します。

0

児

童

数

支

給

対

象

63

22

－１０－



天 塩 町 000

（単位：円）

（単位：円）

000 0

660,0000 0 0 0 0 10 0
1 660,0000 0

合 計 1 660,000 0 0 0 0 0
0 0 0 00 0

0 0 0
留 萌 市 1 660,000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 00町 村 計 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0
天 塩 町 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 00 0
0 0

遠 別 町 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0

0 0 0
初 山 別 村 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0羽 幌 町 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0
苫 前 町 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 00 0
0 0

小 平 町 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 00 0

金 額 件数 金 額
増 毛 町 0 0 0 0 0 0

件数 金 額 件数 金 額 件数件数 金 額件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額
事業開始 事業継続 住　　　宅 就学支度 合　　　計

（単位：円）

0000
0

金 額

3
0
0

件数

住　　　宅 就学支度

3

0

件数

0

事業継続

00

合　　　計修　　　学 修　　　業 事業開始

件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額

増 毛 町 0 0 0 0 0 0
金 額 件数

0 0 0 0
金 額

0
件数 件数 金 額

0
金 額

0 0 0 00 0 0 0 0 0
0 0

0
0

0 0苫 前 町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0

0 0
0 0 0 0 0

初 山 別 村 0 0 0
羽 幌 町 0 0 0

0
0 0

0
0 0 0 0
0 0

0 0
0

0
0 0
0 0

遠 別 町 0 0 0 0 0 0
0

0
0 0

00 0 0 0
0天 塩 町 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0

0 0 0 0 0 000 0
0 0

0
0 00 00

町 村 計
留 萌 市 0 0 0 0

00 0

00 0 000 0 0

合 計 3 1,413,200 0 0

0

小 平 町 0 0 0

0 0 0

0

1,413,2000 0 0 0 0

件数 金 額 件数

修　　学 修　　　業
金 額 金 額

合　　　計事業開始 生　　活 就学支度 転　　宅
件数 金 額件数 金 額

就職支度
件数 金 額

0 0
増 毛 町 0 0 0 0
小 平 町 0 0 0

0

0

00
0 0

0
0

0 00

00 0 0

0
0

苫 前 町
0 0 0羽 幌 町 0 0

0 0 0

0初 山 別 村
0

0 0 0
0 0 0 0遠 別 町

0町 村 計
1,413,200 0 0 0

0 0

0

0
件数 金 額 件数 金 額
0 0 0

件数

00 0
0

0
0 0 0 0

0

0

0

0

0 0

0
0 0

0

0

0
0

0

0

0
0 0 0

0
0

0
0

0
0 0
0 0

00

0

0 0 0 0

0 0

0

(05)　令和４年度母子福祉資金貸付状況

0 0

0
0

0 0

0 0

0
留 萌 市 3 0 1,413,200

0
0 0
0

0

(06)　令和４年度父子福祉資金貸付状況

0 0 0

0 0
0 0
0

0
0 0

0

0
0
0
00

0

0 0
0 0

0
0 0

　　　　　　      区分
市町村名

0
0 0

0

(07)　令和４年度寡婦福祉資金貸付状況

0
0 00

修　　　学 修　　　業

○貸付金の種類 ： ①事業開始資金　②事業継続資金　③修学資金　④技能習得資金　⑤修業資金　⑥就職支度資金
　　　　　　　　　　　　⑦医療介護資金　  ⑧生活資金　⑨住宅資金　⑩転宅資金　⑪就学支度資金　⑫結婚資金
○貸付金額 ： 貸付金の種類によって異なります。

○利子 ： 貸付金の種類、連帯保証人の有無によって異なりますが、無利子または年利１．０％

就職支度

0 0
0

　母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、母子家庭の経済的自立や生活の安定・扶養している児童の福祉増進を図るために「無利
子」又は「低利」で資金の貸付を行う制度で、貸付が自立に繋がると判断され、償還(返済）の計画を立てることができる方が対象となりま
す。

○対象者 ： ①母子家庭の母　②母のいない２０未満の児童　③母子家庭の母が扶養する児童
○貸付金の種類 ： ①事業開始資金　②事業継続資金　③修学資金　④技能習得資金　⑤修業資金　⑥就職支度資金
　　　　　　　　　　　　⑦医療介護資金　 ⑧生活資金　⑨住宅資金　⑩転宅資金　⑪就学支度資金　⑫結婚資金
○貸付金額 ： 貸付金の種類によって異なります。

○利子 ： 貸付金の種類、連帯保証人の有無によって異なりますが、無利子または年利１．０％となります。

0

　　　　　　      区分
市町村名

　　　　　　      区分
市町村名

就職支度

0

　母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、父子家庭の経済的自立や生活の安定・扶養している児童の福祉増進を図るために「無利
子」又は「低利」で資金の貸付を行う制度で、貸付が自立に繋がると判断され、償還(返済）の計画を立てることができる方が対象となりま
す。

○対象者 ： ①父子家庭の父　②父のいない２０未満の児童　③父子家庭の父が扶養する児童

○対象者 ： 寡婦
○貸付金の種類 ： ①事業開始資金　②事業継続資金　③修学資金　④技能習得資金　⑤修業資金　⑥就職支度資金
　　　　　　　　　　　　⑦医療介護資金　 ⑧生活資金　⑨住宅資金　⑩転宅資金　⑪就学支度資金　⑫結婚資金
○貸付金額 ： 貸付金の種類によって異なります。

○利子 ： 貸付金の種類、連帯保証人の有無によって異なりますが、無利子または年利１．０％

　母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、寡婦の経済的自立や生活の安定・扶養している児童の福祉増進を図るために「無利子」又
は「低利」で資金の貸付を行う制度で、貸付が自立に繋がると判断され、償還(返済）の計画を立てることができる方が対象となります。

0

0合 計
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区分

16 87,103 131,868 23.3 399 545 15.5 373 520 18.8

17 90,089 134,982 23.4 399 536 15.6 382 531 19.5

18 92,488 137,221 24.4 395 532 15.6 403 553 20.6

19 95,013 139,736 25.0 398 531 15.9 412 556 21.1

20 100,003 146,048 26.3 396 536 16.4 430 571 22.2

21 107,029 155,766 28.1 387 526 16.4 438 574 22.7

22 113,411 164,283 29.8 372 518 17.9 469 629 29.3

23 118,394 170,054 31.0 377 520 18.3 477 637 26.3

24 122,129 173,627 31.6 383 526 18.6 451 593 24.4

25 122,965 172,783 31.8 378 523 19.2 427 550 23.6

26 123,950 171,687 31.6 378 512 19.1 417 528 23.0

27 124,048 169,434 31.3 364 484 18.7 398 492 21.8

28 124,231 166,410 31.1 365 478 18.7 399 482 21.9

29 123,182 161,553 30.3 348 421 16.8 397 483 22.2

30 123,285 160,323 30.2 326 429 17.5 402 471 22.1

31 123,018 157,833 30.1 304 397 12.6 395 463 22.6

2 122,476 155,506 29.7 297 383 16.3 372 435 21.4

3 121,852 152,899 29.5 276 346 15.2 373 440 22.3

4 121,695 151,429 29.5 277 344 15.5 377 435 22.6

※　保護率は、12月末の人口から算出

全道分

５　生活保護

(01)　被保護世帯数・人員・保護率の年次別推移

年度

世帯数
(停止含む)

人数
(停止含む)

保護率
‰

留萌振興局（町村計） 留萌市

（各年度3月31日現在）

世帯数
(停止含む)

人数
(停止含む)

保護率
‰

世帯数
(停止含む)

人数
(停止含む)

保護率
‰
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37 0 4 9 10

61.7% 0.0% 6.7% 15.0% 16.7%

29 0 4 2 5

72.5% 0.0% 10.0% 5.0% 12.5%

19 0 2 3 2

73.1% 0.0% 7.7% 11.5% 7.7%

54 0 10 9 7

67.5% 0.0% 12.5% 11.3% 8.8%

5 0 1 2 0

62.5% 0.0% 12.5% 25.0% 0.0%

19 0 3 0 1

82.6% 0.0% 13.0% 0.0% 4.3%

28 3 2 2 5

70.0% 7.5% 5.0% 5.0% 12.5%

191 3 26 27 30

69.0% 1.1% 9.4% 9.7% 10.8%

265 5 39 37 31

70.3% 1.3% 10.3% 9.8% 8.2%

66,691 6,327 15,073 16,494 17,110

54.8% 5.2% 12.4% 13.6% 14.1%

(令和5年3月31日現在）

※　保護率は、12月末の人口から算出

世帯類型
区分

保護率

‰
市町村名

世 帯 人 員

被 保 護 被 保 護
高　齢

構成比

母　子

増 毛 町 60

 障　害

83 21.5

傷　病 その他

構成比 構成比 構成比 構成比

小 平 町 40 45 15.9

苫 前 町 26 30 10.6

17.8

羽 幌 町 80 95 14.9

初 山 別 村 8 11 10.2

377 435 22.6

遠 別 町 23 30 12.4

天 塩 町 40 50

(02)　令和４年度被保護世帯類型の状況

全 道 121,695 151,429 29.5

町 村 計 277 344 15.1

留 萌 市

－１３－  



70 6406 20 12 193225

4,560

24

35

121

5

316

174

363

16

天 塩 町

621

114

42

54

町 村 計

114

羽 幌 町

271

160

苫 前 町

270

増 毛 町

799

546

281

1,004 254

12

0

25

488

106

602

253

小 平 町

1,122

遠 別 町

1,161

初山別村

その他

委員相互

その他の
関係機関

訪問回数

訪問・
連絡活動

連絡調整
回数

分野別相談・支援件数

136 163 1,162212

その他の活動件数

天

塩

町

町

村

計

増

毛

町

小

平

町

苫

前

町

羽

幌

町
初
山
別
村

遠

別

町

47 0338 557 614 458192 1,162 769 9422 2742 41 127 55149 97 112 43 18 25

13 086 26 15 6315 18 908 27 90 56 14 35 8 8 20 0 14 2 0 9

32 012 210 307 1210 0 130 3 13 13 02 00 0 4 00 3 0 0 0 1

0 00 57 75 280 0 70 2 7 7 00 00 0 5 00 0 0 0 0 0

0 00 41 4 750 38 38528 38 385 225 729 2218 26 102 4235 12 18 6 14 15

1 030 19 10 5010 0 20660 0 206 177 190 00 0 1 1055 70 5 5 0 0

1 0201 114 132 9661 47 2658 45 265 156 11 019 7 5 158 12 75 30 4 0

0 09 90 71 930 60 196108 77 196 135 10 6 20 0 2 0

調

査

・

実

態

把

握

要

保

護

児

童

の

発

見

の

通

告

・

仲

介

行

事

・

事

業

・

会

議

へ

の

参

加

協

力

地

域

福

祉

活

動

・

自

主

活

動

民

児

協

運

営

・

研

修

証

明

事

務

計

日

常

的

な

支

援

そ

の

他

計

高

齢

者

に

関

す

る

こ

と

1 0 0 0 0

1,319

2,854

家

族

関

係

住

居

生

活

環

境

障

害

者

に

関

す

る

こ

と

子

ど

も

に

関

す

る

こ

と

そ

の

他

在

宅

福

祉

介

護

保

険

健

康

・

保

健

医

療

子

育

て

・

母

子

保

健

仕

事

子

ど

も

の

教

育

・

学

校

生

活

生

活

費

年

金

・

保

険

６　地域福祉・ボランティア

(01)　令和４年度民生委員・児童委員の活動状況

子

ど

も

の

地

域

生

活

活動日数

内容別相談・支援件数
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水 口 俊 夫 Ｈ 13 年 3 月

隆 雄

（　　休　　団　　中　　） Ｓ 61 年 9 月

Ｓ 62 年 ７ 月

Ｓ 54 年 ４ 月0

苫 前 町

羽 幌 町

初 山 別 村

遠 別 町

天 塩 町

特別奉仕団

〃

〃

111

17 0

小 平 町 〃

〃

〃

〃

45

80

23 2 久 美 子

Ｓ 42 年 1 月

Ｓ 48 年 6 月

Ｓ 37 年 1 月

Ｓ 52 年 2 月

Ｓ 38 年 8 月

H 7 年 3 月

（　　休　　団　　中　　）

野 村

日 下 部

草 刈

千 晶

柴 田

英 一

房 子

2

2

委　員　長　名

賴 子

増 毛 町 無線赤十字奉仕団

団員数 分団数

増 毛 町

地域奉仕団

羽 幌 町

初 山 別 村

遠 別 町

天 塩 町

〃

〃

〃

〃

輝 子

〃

委　員　長　名 結成年月

（　　休　　団　　中　　） Ｓ 58 年 5 月

赤十字奉仕団

駒 井

33 0

団員数 分団数

Ｓ 63 年 3 月

Ｓ 51 年 11 月（　　休　　団　　中　　）

結成年月

Ｓ 38 年 7 月堀

30

9

8 0

1

天 塩 町
スキーパトロール　赤

十字奉仕団
17 0

苫 前 町

金 田

齋 藤

加 藤

啓 司

義 隆

　　　　区分

 町村名

増 毛 町

小 平 町

苫 前 町

羽 幌 町

（令和5年4月1日現在）

目標額
円

実績額
円

5,383

618,750

合 計

初 山 別 村

遠 別 町

天 塩 町

実績額
円

280,000

270,000

(02)　日本赤十字社留萌地区社資募集実績

88.2

588,000 756,751

一般社資 法人社資

　　社資とは、社員が毎年納める「社費」とそれ以外の「寄付金」を合わせた総称であり、日本赤十字社の活動資金になります。
　　拠出者が個人であれば「一般社資」、法人であれば「法人社資」に分けられます。

　　赤十字奉仕団とは、赤十字活動を支えるボランティア団体のことをいいます。
　　各市町村に組織されている「地域奉仕団」とそれ以外の「特別奉仕団」に分けられます。

(03)　赤十字奉仕団結成状況

法人社資

目標額
円

実績額
円

目標額
円

実績額
円

一般社資 法人社資

目標額
円

実績額
円

目標額
円

403,000 60,000 0

622,000

98,000

232,000

267,000

2,172,000

383,870

564,500

417,000

42,000 68,000

520,927 40,000

3,316,947 325,000 113,412

93,000 18,371

249,900 15,000 4,158

562,000 35,000

169.8

89.1

224.8

210.5

40,000 17,500

0

令　和　４　年　度

達成率
％

372,000 384,730 46,000 0 92.0

目標額
円

実績額
円

一般社資

31,000 4,116 188.0

141.5

137.4

令　和　３　年　度　令　和　２　年　度　

達成率
％

82.9

196.4

11,000 13,397 258.0

269,000 560,000 34,000 70,436 208.1

252,000 527,845

32,000 0 151.0

588,000 738,068 73,000 12,987 113.6

90,000 247,200

達成率
％

372,000 368,690 46,000 0

223,000 149,500 28,000 0 59.6

31,000 2,140 184.7

2,046,000 3,036,243 255,000 100,936 136.3

252,000 428,900

11,000 7,420 241.2

269,000 557,500 34,000 69,000 206.8

252,000 520,606

252,000 477,560 32,000 0 168.2

73,000 9,660 115.9

90,000 236,200

2,046,000 3,474,807 255,000 88,220 154.8

223,000 557,500 28,000 0 222.1
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天塩郡遠別町本町6丁目1番地6

所管

10

50

北海道

所管
北海道

（但し、※印は市町村）

所管

所管 北海道

北海道

所管
北海道

（但し、※印は市町村）

湯らん福祉会

郵便
所　　　　　在　　　　　地

天塩郡天塩町字サラキシ5710番地

社福 社福 地域密着型特別養護老人ホーム友愛苑 098-3543

01632-2-2575

社福社福

町 社協

番号

社福 社福 特別養護老人ホーム苫前幸寿園　※

社協
特別養護老人ホーム

町 社協 078-4123

078-4123町

しあわせ荘
特別養護老人ホーム

しあわせ荘（ユニット）

098-3543

天塩町立特別養護老人ホーム
恵愛荘

098-3314

特別養護老人ホーム友愛苑

20 空床
01632-7-3402

天塩郡遠別町本町6丁目1-6 6
平

3.4.1

27

昭

11

62.4.1

3.4.1

49.8.1

50

天塩町社会福祉協議会
（指定管理者制度）

平

平

特養恵愛荘に併設
天塩町社会福祉協議会
（指定管理者制度）

羽幌町社会福祉協議会
（指定管理者制度）

湯らん福祉会
（休止中）

58.4.5

羽幌町社会福祉協議会
（指定管理者制度）

苫前幸寿会

昭

5

入所定員

30

郵便

077-0222

43-6885

短期
入所

小平町10
昭

昭

備　考

5

5

入所定員
電 話 番 号

60

40

50

50

７　管内社会福祉施設等名簿（令和5年4月1日現在）

設置

          53-1614

(01)　養護老人ホーム

町 増毛郡増毛町見晴町438番地1

電 話 番 号
所　　　　　在　　　　　地

0164-53-1601
Ｆ Ａ Ｘ

年月日

38.12.1

開設・事業開始

増毛町
昭

増毛町

57.4.1
昭

55.12.13

萌寿会

苫前郡羽幌町栄町97番地の1
0164-62-3014

69-2151

郵便

留萌市沖見町6丁目18番地の6

所　　　　　在　　　　　地

078-3711

077-0037

増毛郡増毛町見晴町438番地1077-0222

留萌郡小平町字小平町398番地の20078-3301

番号

主体 主体
施　　　　　設　　　　　名

経営
番号

町
特定施設入居者生活介護事業所
養護老人ホーム増毛町立明和園

苫前郡苫前町字旭105番地の7

設置 経営
施　　　　　設　　　　　名

主体主体

町

社福 特別養護老人ホーム萌寿園社福

愛生園
小平町立特別養護老人ホーム

町

町

社福 社福

0164-53-1601
53-1614

64-2237
0164-64-2076

0164-59-1146
59-1147

0164-43-2727
Ｆ Ａ Ｘ

備　考
年月日

短期
入所

開設・事業開始

苫前郡羽幌町栄町97番地の1
0164-62-3014

69-2151

7-3431
01632-7-3402

01632-2-2429
7-3431

昭
10

年月日
入所定員 備　考

設置 経営

2-1208

電 話 番 号

15町 098-3314

49.8.1

主体 主体

(03)　軽費老人ホーム（ケアハウス）

天塩郡天塩町字サラキシ5710番地
9-2007 52.3.1

50

有料老人ホーム　フルールハピネスるもい

施　　　　　設　　　　　名

天塩町ケアハウスかがやき
平

Ｆ Ａ Ｘ

留萌市潮静3丁目127番地

電 話 番 号
施　　　　　設　　　　　名

10.4.1

開設・事業開始

留萌市沖見町6丁目18番地6
0164-43-2727

43-6885

60 空床
昭

(02)　特別養護老人ホーム

萌寿会20 －
平

26.4.1

【高齢者施設関係】

＜老人福祉法＞

(04)　有料老人ホーム

介護付有料老人ホーム七福神毘沙門館 077-0013

地域密着型特別養護老人ホーム萌寿園 077-0037

町 特別養護老人ホーム増毛町立明和園

社協

所　　　　　在　　　　　地
郵便

入所定員 備　考
番号 年月日Ｆ Ａ Ｘ

開設・事業開始

18

留萌市開運町1丁目2番1号
0164-49-2258

30

ＷＥＳＴＯＮ
42-7767 16.12.1

0164-42-7757 平

萌　福祉サービス
49-2278 13.9.1

有料老人ホーム　季実の杜 077-0042 留萌市開運町2丁目28番地
0164-43-7070

077-0042

56-4880 22.4.1

有料老人ホームあや 077-0011 留萌市東雲町2丁目62番地
0164-49-0088

     49-0033
29

平

平

シニアライフあや
27.7.1

心優会

有料老人ホーム　ウイシュの家 077-0033 留萌市見晴町2丁目18番地2号
0164-43-5553

12 ウイシュ
43-5553 18.9.1

介護付有料老人ホーム　さくら園ましけ 077-0225 増毛郡増毛町南暑寒町9丁目105-2
0164-53-1230

53-9506
29

平

平

ファミリーケアサポート
19.10.1

有料老人ホームグループハウス横木 077-0131 増毛郡増毛町阿分225番地の20
0164-54-2474

 9
平

横木介護サービス
ＦＡＸなし 21.8.1

有料老人ホームくつろぎの家 078-0132 増毛郡増毛町舎熊102番地の1
0164-54-2366

 9
平

横木介護サービス
FAXなし 21.8.1

平
コンフォート

            53-1164 24.9.10

有料老人ホームフルールハピネス
おびら

078-3301 留萌郡小平町字小平町372-129
0164-56-8001

22

14
平

萌　福祉サービス
56-8001 16.12.12

介護付有料老人ホーム　陽光園 078-3301 留萌郡小平町字小平町433番地の29
0164-59-1510

59-1281
27

平
陽光

18.8.1

有料老人ホームフルールハピネス
はぼろ

078-4122 苫前郡羽幌町南町3番地4
0164-62-5188

62-5180
30

平
萌　福祉サービス

18.12.4

(05)　老人福祉センター
設置 経営

施　　　　　設　　　　　名
郵便

所　　　　　在　　　　　地 備　考
主体 主体 番号 Ｆ Ａ Ｘ 年月日

電 話 番 号 開設・事業開始

町 町 増毛町老人福祉センター 077-0224 増毛郡増毛町南畠中町2丁目27-1
0164-53-3600

53-3602
昭

Ａ　型　　増毛町
56.12.10

町 町 羽幌町老人福祉センター 078-4110 苫前郡羽幌町北大通2丁目6番地
0164-62-1424

ＦＡＸなし
01632-2-2045

昭
Ａ　型　　羽幌町

51.12.22

株

Ａ　型　　天塩町
53.12.26

町 社協 天塩町老人福祉センター 098-3302 天塩郡天塩町山手裏通8丁目1466番地の21

株

昭
2-3630

設置 経営
主体 主体

株

株

医法

株

ＮＰＯ

株

株

株

株

株

株

株

株

株

医法

株

ＮＰＯ

68-7747

株

株

株

株

株

有料老人ホーム　元気１００才！ 077-0222 増毛郡増毛町見晴町235番地３
0164-53-1183

27 陽光
令

4.4.11
株 株 介護付有料老人ホーム　陽光の里　※ 078-3621 苫前郡苫前町字古丹別239番地の4

0164-68-7757
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郵便
所　　　　　在　　　　　地

平
コンフォート

53-1164 24.9.1

社協 苫前町ヘルパーステーション　※ 078-3711

苫前郡苫前町字古丹別249番地33
0164-68-7395

平

増毛郡増毛町見晴町438番地1
0164-53-1601 平

53-1614

平

16.11.12

天塩町社会福祉協議会
9-2007 12.3.7

10

なの花介護サービス

医法

有 有
49-5136

医療法人社団心優会
訪問介護事業所季実の杜 43-4407

主体

(06)　訪問介護事業所

所　　　　　在　　　　　地
開設・事業開始

事業開始
電 話 番 号郵便

平

やさしい手江戸訪問介護事業所

有 ㈲なの花介護サービス 077-0046有
42-7806

株 株

(医法)心優会
22.4.1

設置 経営
施　　　　　設　　　　　名

主体

留萌市開運町1丁目5番1号

備　考

医法

やさしい手留萌

077-0042

077-0044

番号 Ｆ Ａ Ｘ

合同会社なごみ
68-7395

平留萌市錦町3丁目1番30号
江戸薬局ビル2階

0164-49-5127

留萌市港町3丁目1番地の2
15.1.6

平0164-42-3580

02.3.1

留萌市開運町2丁目112番地
0164-56-1950

NPO NPO ウイシュホームパートナー 077-0042

株 株 ファミリーケアサポート訪問介護事業所 077-0007

留萌市開運町1丁目2番1号

令

株 株 ヘルパーステーション元気１００才！ 077-0222

0164-64-2387

増毛郡増毛町見晴町235-3
0164-53-1183

ウイシュ
56-1950 16.2.18

平

萌福祉サービス
49-2278 12.2.29

平0164-49-2258

留萌市栄町1丁目5番6号

ヘルパーステーション　萌　るもい 077-0042

横木介護サービス
54-2052

平

平

0164-43-7644

町 町 増毛町指定訪問介護事業所 077-0222 増毛郡増毛町見晴町438番地の1
0164-53-1601

有

ファミリーケアサポート
43-5601 13.2.1

0164-43-5600 平

有 ㈲横木介護サービス 077-0131
0164-54-2050

増毛郡増毛町阿分224番地の7

社協

53-1614

64-2142

12.3.21

平

社協 社協 羽幌町指定訪問介護事業所 078-4107

合 合 訪問介護事業所　なごみ　※ 078-3621

14.4.1

平

苫前郡羽幌町南町3番地4
0164-62-5188

苫前郡羽幌町南7条3丁目1番地
0164-69-2311

69-2313 12.3.14

平

社協 社協 初山別村ヘルパーステーション 078-4421

株 株 ヘルパーステーション　萌　はぼろ 078-4122 萌福祉サービス
62-5180 16.5.13

平

社協 社協 遠別訪問介護事業所 098-3543
天塩郡遠別町字本町4丁目43番地
遠別町アクティブシニア多世代拠点交流センター

01632-7-2275
7-2275

苫前郡初山別村字初山別149番地
初山別村高齢者生活福祉センター

0164-67-2133
12.3.7

平

社協 社協 天塩訪問介護事業所 098-3312

12.2.29

平

平
天塩町社会福祉協議会

12.2.29

郵便

(07)　通所介護事業所
設置 経営

施　　　　　設　　　　　名
主体 主体

所　　　　　在　　　　　地
番号 事業開始

電 話 番 号
利用定員

開設・事業開始

Ｆ Ａ Ｘ

12.1.25
30

平

デイサービスセンターはーとふる 077-0023

社福 社福 デイサービスセンター萌寿園 077-0037 留萌市沖見町6丁目18番地6
43-1141

主体 主体

社協

番号

町 株 デイサービスセンターおびら

株 株

078-3301

(08)　短期入所生活介護事業所（介護予防を含む）
設置

苫前郡羽幌町栄町97番地の1

デイサービスセンターはぼ～れ 078-4123

町

098-3314社協 社協

町 町
短期入所生活介護事業所
特別養護老人ホーム増毛町立明和園

077-0222

社福 社福

苫前郡苫前町字旭105番地の7

01632-2-2429

5

64-2237
0164-64-2076

5

43-6885

30

59-1221

30

20.4.1

平

12.3.14

0164-59-1210

平
羽幌町デイサービスセンター 078-4123

16.10.6

62-1900
平

0164-62-1900

62-6188

開設・事業開始

12.1.25

株 株

事業開始
利用定員

経営

078-3301
59-1147

指定短期入所生活介護事業所萌寿園 077-0037

備　考
Ｆ Ａ Ｘ

萌寿会
平

電 話 番 号

社福 社福 078-3711

0164-62-5189

町 町 小平町指定短期入所生活介護事業所
0164-59-1146

10
平指定短期入所生活介護事業所

苫前幸寿園　※

10
平

留萌郡小平町字小平町398番地20

増毛町
12.4.1

小平町
12.4.1

苫前幸寿会
12.4.1

有

0164-43-7070

天塩町社会福祉協議会30
平

21.4.1

留萌市沖見町6丁目18番地6
0164-43-2727

天塩郡天塩町字サラキシ5710番地
01632-2-1799

天塩町指定通所介護事業所
2-1799

施　　　　　設　　　　　名

01632-9-2070

0164-56-1207

67-2139

留萌市錦町1丁目4番8号　中心街ビル2階
0164-56-4701

留萌市見晴町6丁目171番地
辻マンション201号室

30
0164-49-5022

留萌市五十嵐町1丁目1番10号

0164-43-3722

天塩郡天塩町川口5699番地1

5.4.1

令

49-5022
萌福祉サービス

(有)辻建設
（休止中）43-7844 02.8.1

萌寿会

令

株 株 訪問介護事業所プラチナ館 077-0031 留萌市幸町3丁目8-1

株 株

9-2800

シニアライフあや

株

43-0959

指定訪問介護事業所　ほがらか有

077-0014
留萌市南町4丁目122番地8
佐々木マンションⅠ　1-3号室

株

株

26.12.8
0164-56-1763

平

シニアライフあや
56-1208 27.7.1

平

株式会社ウィズ
56-4702 29.10.1

株 訪問介護事業所　ぬくもりの家 077-0042

訪問介護事業所ウィズユー 077-0044

0164-42-5477
留萌市開運町3丁目8-3

令

16.11.12

01.10.1

社福 地域密着型特別養護老人ホーム 友愛苑 098-3543

苫前郡苫前町字旭37番地の1
苫前町役場内

苫前郡羽幌町栄町111番地

留萌郡小平町字小平町398番地の16 30

湯らん福祉会
（休止中）25.4.1

町 社協
天塩町在宅老人
指定短期入所生活介護事業所

098-3314 天塩郡天塩町字サラキシ5710番地

社福

天塩郡遠別町本町6丁目1番地6

空床
7-3431

湯らん福祉会
7-3431 19.4.1

01632-7-3402

11
平

天塩郡遠別町本町6丁目1番地6

6
平

社福 社福 ショートステイ友愛苑 098-3543
01632-7-3402

社協 社協
羽幌町立特別養護老人ホーム
短期入所生活介護事業所

078-4123 苫前郡羽幌町栄町97番地の1
0164-62-3014

所管
北海道

（但し、※印は市町村）

(株)マルベリー

羽幌町社会福祉協議会
69-2151 18.4.1

コンフォート

萌福祉サービス

萌福祉サービス

羽幌町社会福祉協議会

備　考

遠別町社会福祉協議会

初山別村社会福祉協議会

羽幌町社会福祉協議会

苫前町社会福祉協議会

増毛町
（休止中）

＜介護保険法＞ ※保健行政室（留萌保健所）が所管している事業所は表記していない。

所管
北海道

（但し、※印は市町村）

所管 北海道

077-0022

42-5534
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苫前郡苫前町字古丹別249番地33
0164-65-4474

合同会社なごみ
65-4474 02.3.1

0164-62-5193 令

0164-62-5188 平
62-5180 17.11.1

69-2040

27
平

陽光
18.7.27

株 介護付有料老人ホーム陽光園 078-3301 留萌郡小平町字小平町433番地の29
0164-59-1281

59-1281

29
平

ファミリーケアサポート
20.4.1

株 介護付有料老人ホームさくら園ましけ 077-0225 増毛郡増毛町南暑寒町9丁目105-2
0164-53-1230

53-9506

30
平

増毛町
20.4.1

町
特定施設入居者生活介護事業所
養護老人ホーム増毛町立明和園

077-0222 増毛郡増毛町見晴町438番地1
0164-53-1601

53-1614

18
平

ＷＥＳＴＯＮ
16.11.29

株 介護付有料老人ホーム七福神毘沙門館 077-0013 留萌市潮静3丁目127番地
0164-42-7757

42-7767

入居定員
開設・事業開始

備　考
主　　体 番号 Ｆ Ａ Ｘ 事業開始

(09)　特定施設入居者生活介護事業所（介護予防を含む）
設　　置

施　　　　　設　　　　　名
郵便

所　　　　　在　　　　　地
電 話 番 号

平
天塩町

2-2464 11.9.10
01632-2-1001

098-3398 天塩郡天塩町新栄通8丁目1466番地の113

078-4123 苫前郡羽幌町栄町103番地47 羽幌調剤センター
62-4123 02.1．1

弥久の輝き
7-2221 31.4.1

羽幌町指定居宅介護支援事業所 078-4106
羽幌町南６条３丁目１４番地
羽幌町すこやか健康センター

社福 社福 苫前幸寿園ケアプランセンター 078-3711

有 有 はぼろ調剤薬局

横木介護サービス増毛郡増毛町阿分224番地の7

小平町

54-2052

(10)　居宅介護支援事業所

社協 社協 はぼろ社協指定居宅介護支援事業所 078-4107

苫前郡苫前町字旭１０５－７

合 合 居宅介護支援事業所　なごみ 078-3621

苫前郡初山別村字初山別149番地
初山別村高齢者保健福祉センター内

0164-67-2133

天塩郡遠別町字本町6丁目1番地6
01632-7-3402

01632-7-3816 平

社福 社福 居宅介護支援事業所友愛苑 098-3543 湯らん福祉会
7-3431 22.5.10

平

天塩郡天塩町海岸通4丁目108番地1
01632-9-7177

天塩郡天塩町字川口5699番地の1
01632-2-3201

社協 社協 天塩町社会福祉協議会居宅介護支援事業所

社団 社団 居宅介護支援事業所オルラボ

町 町 天塩町居宅介護支援事業所

098-3312

098-3312

平

オルタナティヴラボラトリー
9-7178 02.6.1

令

67-2139 12.1.25

平

羽幌町社会福祉協議会

初山別村社会福祉協議会

羽幌町

19.6.20

町 町

株 苫前郡羽幌町南町3番地4介護相談センター　フルールハピネスはぼろ 078-4122株

苫前郡羽幌町南7条3丁目1番地
羽幌町勤労青少年ホーム

合同 合同 居宅介護支援事業所宮川 098-3543 天塩郡遠別町本町３丁目４０

社協 社協 初山別村居宅介護支援事業所 078-4421

萌福祉サービス

留萌郡小平町字小平町216番地町 町 小平町指定居宅介護支援事業所 078-3301

苫前幸寿会

56-2110 11.8.16

やさしい手留萌
留萌市錦町3丁目1番30号
江戸薬局ビル2階

0164-49-5000
21.9.1

平
49-5136

077-0044

有 有 横木介護サービス居宅介護支援事業所 077-0131

株

有

北海道総合在宅ケア事業
団43-2800 11.8.16

平0164-43-8383

43-4777 18.6.1

平0164-42-5530

平

社団 社団 留萌地域ケアプラン相談センター 077-0023
留萌市五十嵐町1丁目1番10号
留萌市保健福祉センターはーとふる2階

留萌セントラル
居宅介護支援事業所サンタ

077-0007社医法社医法 留萌市栄町1丁目7番地35号

留萌市社会福祉協議会
43-6062 14.4.1

孝仁会

萌寿会

留萌市社会福祉協議会
居宅介護支援事業所

077-0023社協 社協

0164-43-9777

077-0007

社福

萌福祉サービス

ファミリーケアサポート
43-5601 15.9.25

0164-49-5010 平

11.9.10

医法
医療法人社団心優会
居宅介護支援事業所季実の杜

心優会

留萌市五十嵐町1丁目1番10号

介護相談センター　萌　るもい 077-0042 留萌市開運町1丁目2番1号

留萌市沖見町6丁目18番地6

留萌市栄町1丁目5番6号

ウイシュ留萌市開運町2丁目112番地

設置 郵便

077-0042

主体
経営

施　　　　　設　　　　　名
主体 番号

開設・事業開始

備　考
電 話 番 号
Ｆ Ａ Ｘ

天塩町社会福祉協議会
9-2800 23.8.15

株 居宅介護支援事業所コンフォートケア 077-0044 留萌市錦町2丁目3番30号

有

NPO

0164-56-1837 平

留萌市開運町1丁目5番1号医法

事業開始
0164-43-4400 平

43-4407

所　　　　　在　　　　　地

077-0042ウイシュケアパートナー

20.3.1
平

42-3725

株 株

NPO
16.2.18
平

0164-42-3725

社福 指定居宅介護支援事業所萌寿園

11.8.16

43-6885

0164-49-2258

077-0037

0164-43-8030
株 株

ファミリーケアサポート
居宅介護支援事業所

コンフォート

平

49-2278

0164-54-2050 平
56-1838 26.11.1

26.12.1

0164-69-2311

やさしい手江戸居宅介護支援事業所

市町村

平

31.4.1

69-2313

令

所管

01.05.01
0164-68-7080 令

0164-56-2111

0164-62-6021 平

所管 北海道

平

64-2085

18

所管 市町村

開設・事業開始

64-2085

備　考
事業開始

入居定員

苫前町デイサービスセンター 078-3711

12.3.7
平

平

67-2139
平

平

18
22.4.16

社協 初山別村デイサービスセンター

01632-7-3402
デイサービスセンター友愛苑

番号

0164-49-5221
18

Ｆ Ａ Ｘ
施　　　　　設　　　　　名 所　　　　　在　　　　　地

電 話 番 号

スパ＆アクティブスタジオMOEGYM

0164-43-3800

郵便

077-0042

設置 経営
主体 主体

社協

社福 社福

社福 社福

株

098-3543 天塩郡遠別町本町6丁目1番地6

077-0007

42-5534

株

42-8155

デイサービスぬくもりの家

留萌市栄町1丁目1番1号

株

デイサービス　アスモア

留萌市開運町3丁目8-3
17.12.16

株

平
株 株 077-0007

15.7.30
平

萌福祉サービス

マルベリー18
0164-42-5477

苫前幸寿会
12.3.7

18

苫前郡苫前町字旭105番地の7

苫前郡初山別村字初山別149番地
初山別村高齢者生活福祉センター

078-4421

ファミリーケアサポート留萌市栄町1丁目5番6号

0164-67-2133

43-5601

0164-64-2480

(11)　地域密着型通所介護事業所

湯らん福祉会
7-3431 19.4.1

18

初山別村社会福祉協議会
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陽光
68-7747 04.4.11

株 介護付有料老人ホーム　陽光の里 078-3621 苫前郡苫前町字古丹別239番地の4
0164-68-7757

01.8．1
有 有 はぼろ調剤薬局 078-4123 苫前郡羽幌町栄町103番地47

62-4123

株 株 シニアライフあや 077-0011 留萌市東雲町2丁目62番地
49-0033

有 有 コスモルモイ福祉用具貸与事業所 077-0044 留萌市錦町1丁目4-8

萌福祉サービス
平

株 株

(17)　特定福祉用具販売事業所（介護予防を含む）

0164-49-2258

株 株
ファミリーケアサポート
特定福祉用具販売事業所

077-0007 留萌市栄町1丁目5番33号

077-0011

077-0042

留萌市東雲町2丁目44番地

留萌市開運町1丁目2番地1号

株

株 留萌市栄町1丁目5番33号株
ファミリーケアサポート
福祉用具貸与事業所

江戸薬局福祉用具貸与事業部 077-0044 留萌市錦町3丁目1番30号

株
12.3.749-2278

有 有 コスモルモイ福祉用具販売事業所 077-0044

㈱萌福祉サービス福祉用具貸与事業所 077-0042

077-0007

株

㈱萌福祉サービス福祉用具貸与事業所

主体

(有)羽幌調剤センター

備　考

ヘルスケア江戸
（R5.5.31廃止）

ファミリーケアサポート

ハートファーマシー

留萌市錦町1丁目4-8
0164-42-0959

0164-62-5193 令

北海道

所管 北海道

コスモルモイ
令
04.10.1

ファミリーケアサポート

シニアライフあや

20.6.1

萌福祉サービス

コスモルモイ

備　考

令
04.10.1

平

0164-49-0088 平
43-5601

27.7.1

0164-43-5600

0164-42-0959

施　　　　　設　　　　　名
主体

㈱ハートファーマシー　あかね薬局
平
事業開始

電 話 番 号

49-1213

Ｆ Ａ Ｘ
所　　　　　在　　　　　地

設置

株
26.11.25

開設・事業開始

番号
郵便経営

11.12.15
平0164-49-2258

平

43-0959

設置
Ｆ Ａ Ｘ
電 話 番 号

施　　　　　設　　　　　名
主体

経営

20.6.1
0164-43-5600 平

18.4.1

主体 番号
所　　　　　在　　　　　地

077-0033

有

留萌市開運町1丁目2番地1号

有

43-0959

43-5601

01632-9-7515

留萌市見晴町2丁目18番2号
0164-43-5553

0164-49-1212

43-8400

43-5553

49-2278

0164-42-0697

萌福祉サービス

18

9 1

ウイシュ

18.4.1
平

所管

株 株 グループホーム　えがおの家

郵便 開設・事業開始

(16)　福祉用具貸与事業所（介護予防を含む）

事業開始

有料老人ホームウイシュの家

市町村

18.8.22

備　考入居定員

12

所管

所管 市町村

所管

萌福祉サービス

陽光

01632-9-7580

0164-56-4666 平
31.4.1

2
平

三村電気工業(株)

所　　　　　在　　　　　地

苫前郡初山別村字有明336番地1

68-7075 23.319

主体 主体 番号

株 株 グループホーム　エルムの里 078-4411

(13)　小規模多機能型居宅介護事業所（介護予防を含む）

株 株 デイサービスセンターもえんち留萌 077-0042 留萌市開運町1丁目2番1号

株 株

有 有 留萌市見晴町6丁目84番地

社医法 留萌市栄町1丁目5番27号

事業開始

2

入所定員

25.4.1

平

平

平

平
68-1717

平

開設・事業開始電 話 番 号
事業開始

萌福祉サービス

24.5.1

30.4.1

孝仁会
（休止中）

平

大地

主　　体 番号 Ｆ Ａ Ｘ

ＮＰＯ

0164-68-1818

(15)　地域密着型特定施設入居者生活介護事業所（介護予防を含む）

所　　　　　在　　　　　地
設　　置

098-3312 天塩町字川口5692-1

0164-49-2258

郵便

0164-68-7075

株 株

主体 主体

077-0033

施　　　　　設　　　　　名

0164-62-5189

小規模多機能型居宅介護事業所　ひかり

電 話 番 号

グループホーム陽だまりの家 078-4123 苫前郡羽幌町栄町94丁目8番地

0164-56-1552
56-1553

18

65-3013

小規模多機能ホーム　あかしあ

(12)　認知症対応型通所介護事業所（介護予防を含む）

077-0007

経営設置

設置

郵便

49-2278

56-4660

番号 Ｆ Ａ Ｘ
所　　　　　在　　　　　地

ファミリーケアサポート
31.3.1

28.3.25

平

平

マルベリー

株 株 グループホームはぼ～れ 078-4123 苫前郡羽幌町栄町１１１番地
62-6188

20

18

2

2

1

(14)　認知症対応型グループホーム（認知症対応型共同生活介護（介護予防を含む））

株 株 グループホーム優芽 078-3621 苫前郡苫前町古丹別249番地9
0164-65-3013

54-9112

社医法

27

18 2

2

077-0007 留萌市栄町1丁目5番33号
0164-43-5650

43-5651

0164-54-9111

0164-56-4666

留萌市開運町3丁目8番3号

令

平
留萌市栄町1丁目5番27号

18.4.1
2

0164-56-1515

孝仁会
28.3.31

9 1

18

横木介護サービス
23.11.17

ヤハタ

平

エイチ・ティ・エス

市町村

社医法

開設・事業開始

備　考
年月日

開設・事業開始

備　考

9

有 有 グループホーム　あふんの里 077-0131 増毛郡増毛町阿分224番地9

グループホームもみの木 077-0007
56-4660

18

市町村

所管

留萌市社会福祉協議会
25.4.1

平
19社協 社協

56-4125

株 株

株 株 グループホーム　ぬくもりの家 077-0042
42-5534

0164-42-5477

56-1533
共生型グループホームえがお末広 077-0006 留萌市末広町3丁目34番地

株 株 グループホーム　自由ヶ丘 077-0024 留萌市千鳥町4丁目91-3
0164-56-4115 平

18

萌寿会
（休止中）18.4.1

2
18.4.1

社福 社福 グループホーム萌寿園 077-0037 留萌市沖見町6丁目18番地の6
0164-43-6822

43-6823

グループホームもえ～る 077-0007 留萌市栄町1丁目1番20号
0164-49-5222

Ｆ Ａ Ｘ

42-8155

施　　　　　設　　　　　名

平

1
18.4.1

18

29

萌福祉サービス
18.4.1

平
萌福祉サービス株 グループホーム萌 077-0042 留萌市開運町1丁目2番10号 9

49-2278
0164-49-2258

NPO NPO グループホーム　ウイシュの里 077-0033 留萌市見晴町2丁目18
0164-43-3102

43-3102

株

15

ユニット入所定員

2

主体 主体 番号 Ｆ Ａ Ｘ
備　考

平
ウイシュ

24.4.1

平

年月日

13.9.10

開設・事業開始設置 経営
施　　　　　設　　　　　名

郵便
所　　　　　在　　　　　地

電 話 番 号

利用定員

12

6

経営
施　　　　　設　　　　　名

社医法

電 話 番 号

グループホームもみの木

郵便
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(19)　介護老人福祉施設

施　　　　　設　　　　　名 所　　　　　在　　　　　地 入所定員

特別養護老人ホーム萌寿園 077-0037 留萌市沖見町6丁目18番地6

所管 市町村

所管 市町村

備　考

増毛町

所管 市町村

天塩町社会福祉協議会
（指定管理者制度）

増毛町

電 話 番 号

萌寿会社福 社福 60

Ｆ Ａ Ｘ

開設・事業開始

備　考
設置

Ｆ Ａ Ｘ

主体 主体 番号

078-3301 留萌郡小平町字小平町398番地20

078-3711 苫前郡苫前町字旭105番地の7

077-0222 増毛郡増毛町見晴町438番地1町 町 特別養護老人ホーム増毛町立明和園

社福 社福 特別養護老人ホーム苫前幸寿園　※

町 町 小平町立特別養護老人ホーム愛生園

留萌郡小平町字鬼鹿港町287番地の1
0164-57-1500

町 町

社協
羽幌町立特別養護老人ホーム
しあわせ荘

078-4123 苫前郡羽幌町栄町97番地の1

苫前郡羽幌町栄町97番地の1

天塩郡遠別町本町6丁目1番地6

所　　　　　在　　　　　地

電 話 番 号
所　　　　　在　　　　　地

所　　　　　在　　　　　地

留萌市五十嵐町1丁目1番10号

0164-56-2111

57-1500

町 町
小平町高齢者グループハウス
やすらぎ荘

078-3301 留萌郡小平町字小平町377番地の2

番号

(23)　高齢者グループハウス

主体

町 社協
羽幌町立特別養護老人ホーム
しあわせ荘（ユニット）

078-4123

市 留萌市地域包括支援センター 077-0023

0164-43-2727
地域密着型特別養護老人ホーム萌寿園

小平町高齢者グループハウス
はまなす荘

078-3441

町

(18)　地域密着型介護老人福祉施設
設置 経営

施　　　　　設　　　　　名
郵便

萌寿会

主体 主体 番号

社福 社福

所　　　　　在　　　　　地

077-0037 留萌市沖見町6丁目18番地6

湯らん福祉会


60
羽幌町社会福祉協議会
（指定管理者制度）

50

12.4.1

50

備　考
Ｆ Ａ Ｘ 年月日
電 話 番 号

入所定員
開設・事業開始

FAXなし
0164-53-3579

電 話 番 号
Ｆ Ａ Ｘ

経営 郵便

社福

番号

社福 社福 特別養護老人ホーム友愛苑 098-3543

町

市

20
平

18.4.1

43-6885 26.4.1

077-0223 増毛郡増毛町南永寿3丁目284番地

主体 番号
施　　　　　設　　　　　名

郵便
所　　　　　在　　　　　地

主体

64-2237

町

設置 経営
施　　　　　設　　　　　名

郵便

(24)　老人福祉寮

43-6885

0164-53-1601

0164-59-1110
59-1110

主体

(20)　介護予防支援事業所

町 町 増毛町立老人福祉寮やすらぎ荘

設置 経営

経営
施　　　　　設　　　　　名

郵便

0164-43-2727 平

開設・事業開始

12.4.1

50
12.4.1

主体 主体 番号 Ｆ Ａ Ｘ 年月日
電 話 番 号設置

0164-59-1146

53-1614

12.4.159-1147
50

留萌市

入所定員 備　考

平
町 増毛町地域包括支援センター 077-0205 増毛郡増毛町弁天町3丁目34番地

0164-53-1111

町 町 小平町地域包括支援センター 078-3301
留萌郡小平町字小平町216番地
小平健康福祉センター内

0164-64-2076 平

平

01632-2-2429

0164-49-2558

50

社福 地域密着型特別養護老人ホーム友愛苑 098-3543 天塩郡遠別町本町6丁目1番地6
01632-7-3402

20

社協 天塩町立特別養護老人ホーム恵愛荘 098-3314

69-2151

7-3431

69-2151

天塩郡天塩町字サラキシ5710番地
9-2007

平

25.4.1

平

40

年月日

平

12.4.1
0164-62-3014 平

18.4.1

7-3431

01632-7-3402 平

0164-62-3014

19.4.1

24.4.1

苫前郡苫前町字旭37番地1

住宅戸数
24

羽幌町南6条3丁目14番地
羽幌町すこやか健康センター内

小平町
18.4.1

平

設置 経営
施　　　　　設　　　　　名

平

0164-64-2215

郵便

平
18.4.1

利用定員
開設・事業開始電 話 番 号

平

苫前町
19.4.1

平0164-62-6020

町 町 苫前町地域包括支援センター 078-3792

町 町 初山別村地域包括支援センター 078-4421 初山別村字初山別96番地1

町 町
羽幌町地域包括支援センター
指定介護予防支援事業所

078-4106

平

羽幌町
18.4.1

初山別村
0164-67-2211

町 町 遠別町介護予防支援事業所 098-3543
天塩郡遠別町本町3丁目37番地
遠別町役場内

01632-7-2111 平
18.4.1

Ｆ Ａ Ｘ 年月日

平

20.4.1
098-3398 天塩郡新栄通8丁目1466番地113

01632-2-1001

遠別町
20.4.1

主体 主体

(21)　サービス付き高齢者向け住宅

町 町 天塩町地域包括支援センター 天塩町

67-2139
初山別村社会福祉協議会
（運営委託）

備　考

Ｆ Ａ Ｘ
平

開設・事業開始

10.4.1

年月日
電 話 番 号

078-4421

郵便
番号

やすらぎ
0164-67-2133

利用定員

15
初山別村高齢者生活福祉センター

苫前郡初山別村字初山別149番地

所　　　　　在　　　　　地

備　考
年月日

小平町

(22)　生活支援ハウス
設置

村

施　　　　　設　　　　　名
経営

社協

主体主体

サービス付き高齢者向け住宅ひかり 077-0007 留萌市栄町一丁目5番33号
0164-43-5650

株 株

株 株

43-5651

サービス付き高齢者向け住宅プラチナ館 077-0044 留萌市幸町3丁目8番1号
0164-56-1763

56-1768
平 コンフォート

※ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅26.12.15

平 ファミリーケアサポート
※ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者向け住宅26.11.15

増毛町

開設・事業開始

小平町

入所定員

開設・事業開始

備　考
年月日

入所定員

所管 市町村

所管
北海道

（但し、※印は市町村）

所管 市町村

湯らん福祉会
（休止中）

羽幌町社会福祉協議会
（指定管理者制度）

小平町

苫前幸寿会

＜その他＞

所管 北海道

住宅戸数
24

－２０－



北海道

所管
北海道

（但し一部市町村）

所管 北海道

所管
北海道

（但し一部市町村）

所管

28.12.10

＜障がい者福祉＞

（医法）心優会
43-4407 28.12.10

（医法）心優会
（休止中）

医法 医法
医療法人社団心優会
訪問介護事業所季実の杜

077-0042 留萌市開運町1丁目5番1号
0164-43-4400

合同

平

64-9090

69-2313

平

3.4.1

社協
苫前郡苫前町字旭37番地の1
苫前町役場内

社協 078-3792

有
平

0164-64-2387

077-0042
0164-43-4400

077-0131

43-6062

42-7806
0164-42-3580

077-0046 留萌市港町3丁目1番地の2

077-0007

0164-54-2050

64-9090
令

事業開始

平

0164-67-2133

開設・事業開始

郵便
所　　　　　在　　　　　地

留萌市栄町1丁目5番6号

番号 Ｆ Ａ Ｘ
経営

施　　　　　設　　　　　名

ファミリーケアサポート居宅介護事業所

主体 主体

㈲なの花介護サービス有 有

(25)　居宅介護事業所
設置

備　考
事業開始

開設・事業開始電 話 番 号

なの花介護サービス

18.10.1

平

ファミリーケアサポート
43-5601 20.12.22

平0164-43-5600
株

社協 社協

有

医法 医法
医療法人社団心優会
訪問介護事業所季実の杜

株

43-4407

0164-42-5530
留萌市五十嵐町1丁目1番10号

増毛郡増毛町阿分224番地の7

留萌市開運町1丁目5番1号

平

苫前町ヘルパーステーション

留萌市社会福祉協議会
居宅介護支援事業所

077-0023

㈲横木介護サービス 横木介護サービス
54-2052 18.10.1

留萌市社会福祉協議会
43-6062 18.10.1

羽幌町社会福祉協議会
18.10.1

合同会社なごみ
（R5.7.31廃止）

苫前町社会福祉協議会
18.10.1

平

社協 社協

苫前郡羽幌町南7条3丁目1番地社協 社協 羽幌町指定訪問介護事業所 078-4107
0164-69-2311

社協 社協 天塩訪問介護事業所 098-3312

初山別村ヘルパーステーション 078-4421

社協 社協 遠別訪問介護事業所 098-3543

初山別村社会福祉協議会
7-2139

平

18.10.1

施　　　　　設　　　　　名
番号

9-2700 18.10.1

苫前郡初山別村字初山別149番地
初山別村高齢者生活福祉センター内

天塩郡遠別町字本町1丁目4番地

有 有
0164-42-3580

㈲なの花介護サービス 077-0046 留萌市港町3丁目1番地の2

Ｆ Ａ Ｘ

ファミリーケアサポート居宅介護事業所 077-0007
43-5601

株 株 留萌市栄町1丁目5番6号

開設・事業開始

備　考
主体 主体 番号 事業開始
設置 経営

施　　　　　設　　　　　名
郵便

横木介護サービス
54-2052 18.10.1

0164-54-2050

ファミリーケアサポート
平

20.12.22
0164-43-5600

苫前町ヘルパーステーション社協 社協

㈲横木介護サービス有 有 077-0131

078-3792
苫前郡苫前町字旭37番地の1
苫前町役場内

0164-64-2387

増毛郡増毛町阿分224番地の7

苫前町社会福祉協議会
64-9090 18.10.1

平

平

0164-67-2133 平

18.10.1

Ｆ Ａ Ｘ

施　　　　　設　　　　　名
Ｆ Ａ Ｘ

所　　　　　在　　　　　地

平

0164-64-2387
18.10.1

0164-42-3580
42-7806

18.10.1

18.10.1

7-2275

備　考

平

9-2700
01632-9-2070

電 話 番 号

なの花介護サービス

令
合同会社なごみ

3.4.1

18.10.1

平

平

事業開始

開設・事業開始電 話 番 号

67-2139

01632-7-2275 平
遠別町社会福祉協議会

7-2275 18.10.1

天塩郡天塩町川口5699番地の1
01632-2-2070 平

天塩町社会福祉協議会

(26)　重度訪問介護事業所
設置 経営 郵便

主体
所　　　　　在　　　　　地

電 話 番 号
備　考

42-7806

0164-69-2311

主体

社協 社協 羽幌町指定訪問介護事業所 078-4107 苫前郡羽幌町南7条3丁目1番地

合同 合同

01632-7-2275

羽幌町社会福祉協議会
69-2313 18.10.1

初山別村社会福祉協議会

天塩郡遠別町字本町1丁目4番地 遠別町社会福祉協議会

社協 社協 初山別村ヘルパーステーション 078-4421
苫前郡初山別村字初山別149番地
初山別村高齢者生活福祉センター内

社協

社協 社協 遠別訪問介護事業所 098-3543

(27)　行動援護事業所
設置 経営 郵便

主体 主体 番号

平
社協 天塩訪問介護事業所 098-3312 天塩郡天塩町川口5699番地の1 天塩町社会福祉協議会

社協 社協
留萌市社会福祉協議会
居宅介護支援事業所

077-0023 留萌市五十嵐町1丁目1番10号

有 有 なの花介護サービス

18.10.1

平

18.10.1

留萌市社会福祉協議会

訪問介護事業所なごみ 078-3621 苫前郡苫前町古丹別246番地5
0164-68-7395

68-7395

0164-42-5530

所　　　　　在　　　　　地

㈲なの花介護サービス 077-0046 留萌市港町3丁目1番地2

苫前町社会福祉協議会社協 社協 苫前町ヘルパーステーション 078-3792
苫前郡苫前町字旭37番地の1
苫前町役場内

(28)　同行援護事業所

合同 訪問介護事業所なごみ 078-3621 苫前郡苫前町古丹別246番地5
0164-68-7395

68-7395

平

社協 社協 羽幌町指定訪問介護事業所 078-4107 苫前郡羽幌町南7条3丁目1番地
0164-69-2311 平

羽幌町社会福祉協議会
69-2313 23.10.1

平
社協 社協 遠別訪問介護事業所 098-3543 天塩郡遠別町字本町1丁目4番地

01632-7-2275

01632-9-2070 平

遠別町社会福祉協議会
（R5.9.30廃止）7-2275 23.10.1

社協 社協 天塩訪問介護事業所 098-3312 天塩郡天塩町川口5699番地の1

【障がい福祉施設関係】

天塩町社会福祉協議会
9-2700 23.10.1

－２１－



所管 北海道

所管 北海道

所管 北海道

所管 北海道

新生会

新生会

所管 北海道

所管 北海道

北海道福祉支援会
（休止中）

新生会

新生会

新生会

新生会

いちえ

67-2494 21.4.1

(34)　地域移行支援事業所
設置 経営

施　　　　　設　　　　　名
郵便

所　　　　　在　　　　　地

(33)　施設入所支援事業所
設置 経営 郵便

主体 主体 番号
所　　　　　在　　　　　地

電 話 番 号

2.8.30
10

令
社団 社団 生活介護事業所あさひ 077-0043 留萌市旭町1丁目4番地31

070-1216-3023
0164-56-1907

21.4.1
30

平
社福 社福 障害者支援施設　風連別学園 078-4432 苫前郡初山別村字明里165番地の7

0164-67-2377
67-2494

40
0164-67-2244 平

67-2494 21.4.1

21.4.1

社福 社福 障害者支援施設　初山別学園 078-4432 苫前郡初山別村字明里165番地の7

75
平

留萌ふれあいの家
42-4390 21.10.1

社福 社福 障害者支援施設　おにしか更生園 078-3442 留萌郡小平町鬼鹿田代584番地の2
0164-57-1321

57-1343

6
平

ＮＰＯ ＮＰＯ 留萌ふれあいの家 077-0038 留萌市寿町3丁目13番の1
0164-42-4390

電 話 番 号
利用定員

開設・事業開始

備　考
Ｆ Ａ Ｘ

事業開
始

(30)　生活介護事業所
設置 経営

施　　　　　設　　　　　名
郵便

所　　　　　在　　　　　地
主体 主体 番号

１
令

ウェルアナザーデザイン
56-1551 3.4.1

NPO NPO 日中サービス支援型共同生活援助彩葉 077-0007 留萌市栄町2丁目5番地21号
0164-56-1662

新生会2

67-2494 21.4.1
2

平
社福 社福 障害者支援施設　風連別学園 078-4432 苫前郡初山別村字明里165番地の7

0164-67-2377

平
社福 社福 障害者支援施設　初山別学園 078-4432 苫前郡初山別村字明里165番地の7

0164-67-2244
67-2494 21.4.1

62-3856 24.1.15
4

平

新生会
57-1343 21.4.1

NPO NPO 短期入所事業所いちえ 078-4110 苫前郡羽幌町北大通3丁目4番地
0164-62-3856

2
平

社福 社福 障害者支援施設　おにしか更生園 078-3442 留萌郡小平町鬼鹿田代584番地の2
0164-57-1321

利用定員
開設・事業開始

備　考
Ｆ Ａ Ｘ 事業開

所　　　　　在　　　　　地
主体 主体 番号

電 話 番 号

主体 主体 番号
 

Ｆ Ａ Ｘ

(29)　短期入所事業所
設置 経営

施　　　　　設　　　　　名
郵便

備　考
事業開

電 話 番 号

NPO NPO 基幹相談支援センター　うぇるデザイン 077-0007 留萌市栄町2丁目6番3号
0164-56-1662

56-1551

開設・事業開始

平
ウェルアナザーデザイン

25.3.1

新生会
69-4811 18.10.1

12
平

新生会
57-9910 18.10.1

社福 社福
共同生活援助（介護サービス包括型）
地域生活支援事業　初風

078-4432 苫前郡初山別村字明里147番地の5
0164-69-4811

39
平

社福 社福 地域生活支援事業あとり 078-3442 留萌郡小平町鬼鹿田代585番地の1
0164-57-9910

4
平

留萌市社会福祉協議会
56-1533 25.4.1

社協 社協 共生型グループホーム　えがお末広 077-0006 留萌市末広町3丁目34番地
0164-56-1515

電 話 番 号
利用定員

開設・事業開始

備　考
Ｆ Ａ Ｘ

事業開
始

(32)　共同生活援助事業所
設置 経営

施　　　　　設　　　　　名
郵便

所　　　　　在　　　　　地
主体 主体 番号

社福 社福 障害者支援施設　風連別学園 078-4432 苫前郡初山別村字明里165番地の7 30

40
平

社福 社福 障害者支援施設　初山別学園 078-4432 苫前郡初山別村字明里165番地の7
0164-67-2244

59
平

新生会
57-1343 21.4.1

0164-57-1321
社福 社福 障害者支援施設　おにしか更生園 078-3442 留萌郡小平町鬼鹿田代584番地の2

施　　　　　設　　　　　名

らいおんハート留萌
25.9.156-1005

20
平

サポートハウスちゃお
20.7.156-1597

株 株 らいおんハート留萌障害福祉サービス事業部 077-0005 留萌市船場町2丁目45番地
0164-56-1858

40
平

ＮＰＯ ＮＰＯ
特定非営利活動法人
サポートハウスちゃお

077-0033 留萌市開運町2丁目6番3号
0164-42-8666

14
平

留萌ふれあいの家
42-4390 18.10.1

ＮＰＯ ＮＰＯ 留萌ふれあいの家 077-0038 留萌市寿町3丁目13番の1
0164-42-4390

事業開番号 Ｆ Ａ Ｘ

平
67-2494

0164-67-2377
21.4.1

利用定員
開設・事業開始

備　考
主体 主体
設置 経営

施　　　　　設　　　　　名
郵便

入所定員
開設・事業開始

備　考
Ｆ Ａ Ｘ 事業開

所　　　　　在　　　　　地
電 話 番 号

(31)　就労継続支援（Ｂ型）事業所

NPO NPO 日中サービス支援型共同生活援助彩葉 077-0007 留萌市栄町2丁目5番地21号
0164-56-1662

７
令

ウェルアナザーデザイン
56-1551 3.4.1

ＮＰＯ ＮＰＯ ホープ共同作業所 077-0007 留萌市栄町3丁目44番地
0164-56-4677

なし
20

平
ホープ共同作業所

25.10.30

ＮＰＯ ＮＰＯ ほっとスペースHuG 077-0006 留萌市末広町2丁目35番地
0164-42-3645

20
平

ほっとすぺーすHUG
42-3645 27.6.20

社福 社福 ほっぷすてっぷ 078-3442 留萌郡小平町字鬼鹿田代585番地の1
0164-57-1188

38
平

新生会
57-1199 21.3.1

社福 社福 障害者支援施設　風連別学園 078-4432 苫前郡初山別村字明里165番地の7
0164-67-2377

新生会
67-2494 24.4.1

12
平

合同 合同 クレール 078-4105 苫前郡羽幌町南5条4丁目23番地
0164-68-7827

クレール合同会社
3.5.20

20
令

社団 社団 スマイル 077-0007 留萌市栄町３丁目１番28号
0164-56-0820

20
令

一般社団法人スマイル
なし 4.6.10

NPO NPO 共同生活援助　七彩 077-0007 留萌市栄町2丁目5番24号
0164-56-1613

6
令

ウェルアナザーデザイン
なし 4.6.10

－２２－



令
Koco＆スキル

68-9952 4.4.1
0164-68-9951

10

Upward

備　考

留萌市
（休止中）

所管 北海道

北海道

所管 北海道

留萌市

社団 社団 放課後等デイサービス　ここ＆ 078-3621 苫前郡苫前町字古丹別187番地２

所管

天塩町

0164-62-6771

平

所管 北海道

所管 北海道

所管
北海道

（但し一部市町村）

ウェルアナザーデザイン

留萌市社会福祉協議会

ウェルアナザーデザイン

リトルプランニング

28.6.27

＜障がい児福祉＞

0164-56-1626

所管 北海道

社団 社団
放課後等デイサービス事業所
ここるるMIRAI

077-0043

社団 社団 放課後等デイサービス　アップワード 077-0038

事業開始

留萌市旭町1丁目4番地31
令

所　　　　　在　　　　　地

令

開設・事業開始

留萌市寿町1丁目31番地1 10

Ｆ Ａ Ｘ

56-1626

0164-56-1907

留萌市沖見町4丁目62番地8

電 話 番 号
利用定員

070-1216-3023
56-1907

10

平

10

北海道福祉支援会

10

羽幌町

2.8.30

27.10.1

2.2.1

Ｆ Ａ Ｘ
令

電 話 番 号

平

留萌市
0164-42-1109

事業開始
利用定員

開設・事業開始

備　考

平
56-1638

0164-56-1906
27.10.1

01632-2-2851 平

24.4.10

0164-62-3856
10

10
0164-62-6771

0164-56-1638

42-5410
0164-42-1109

10

10

平

42-5410
留萌市沖見町4丁目62番地8

29.4.1

10
31.4.1なし

所　　　　　在　　　　　地

077-0037

主体 主体 番号
施　　　　　設　　　　　名

市

(37)　児童発達支援事業所
設置 経営 郵便

市 留萌市子ども発達支援センター

天塩町

町 町 留萌中部地域子ども発達支援センター 苫前郡羽幌町南大通6丁目9番地1

01632-2-2851天塩郡天塩町川口5699番地の1　　　　天塩町
保健ふれあいセンター内

留萌北部地域子ども発達支援センター

62-6772

(38)　放課後等デイサービス事業所

施　　　　　設　　　　　名
設置 経営

町

078-4108

098-3314

主体 主体 番号

市 市 留萌市子ども発達支援センター 077-0037

郵便

町

NPO NPO いろどり

2.2.1
平

077-0004 留萌市元町4丁目41番地2号

10

ウェルアナザーデザイン

社団 社団 放課後等デイサービスここるる 077-0013 留萌市潮静2丁目1番地7 北海道福祉支援会

町 町 留萌中部地域子ども発達支援センター 078-4108 苫前郡羽幌町南大通6丁目9番地1
62-6772

10

羽幌町
29.4.1

平

NPO NPO 放課後等デイサービス事業所いちえ 078-4110 苫前郡羽幌町北大通3丁目4番地
62-3856

なし 31.4.1

いちえ

町 町 留萌北部地域子ども発達支援センター 098-3314
天塩郡天塩町川口5699番地の1　　　　天塩町
保健ふれあいセンター内

(39)　居宅訪問型児童発達支援事業所
設置 経営

施　　　　　設　　　　　名
郵便

所　　　　　在　　　　　地
主体 主体 番号

電 話 番 号
 

開設・事業開始
備　考

Ｆ Ａ Ｘ 事業開始

市 市 留萌市子ども発達支援センター 077-0037 留萌市沖見町4丁目62番地8
0164-42-1109

42-5410
令

2.2.1

(40)　保育所等訪問支援事業所
設置 経営

施　　　　　設　　　　　名
郵便

所　　　　　在　　　　　地
主体 主体 番号

電 話 番 号
 

開設・事業開始
備　考

Ｆ Ａ Ｘ 事業開始

市 市 留萌市子ども発達支援センター 077-0037 留萌市沖見町4丁目62番地8
0164-42-1109

留萌市
42-5410 2.2.1

令

Upward
46-1627 2.2.1

令

留萌市
42-5410 2.2.1

社団 社団 相談支援事業所エイト 077-0038 留萌市寿町1丁目31番地1
0164-56-1626

令
市 市 留萌市子ども発達支援センター 077-0037 留萌市沖見町4丁目62番地8

0164-42-1109

令
Upward

46-1627 2.2.1

(35)　地域定着支援事業所
設置 経営

施　　　　　設　　　　　名
郵便

所　　　　　在　　　　　地
主体 主体 番号

電 話 番 号
 

開設・事業開始

備　考
Ｆ Ａ Ｘ 事業開始

NPO NPO 基幹相談支援センター　うぇるデザイン 077-0007 留萌市栄町2丁目6番3号
0164-56-1662

56-1551
平

25.3.1

(36)　特定相談支援事業所
設置 経営

施　　　　　設　　　　　名
郵便

所　　　　　在　　　　　地
主体 主体 番号

電 話 番 号
 

開設・事業開始

備　考
Ｆ Ａ Ｘ 事業開始

社協 社協
留萌市社会福祉協議会　相談支援事業所そ
ら

077-0023
留萌市五十嵐町1丁目1番10号　留萌市保健福祉ｾﾝ
ﾀｰ「はーとふる」

0164-42-5530
43-6062

平

24.4.1

NPO NPO 基幹相談支援センター　うぇるデザイン 077-0007 留萌市栄町2丁目6番3号
0164-56-1662

56-1551
平

25.3.1

市 市 留萌市子ども発達支援センター 077-0037 留萌市沖見町4丁目62番地8
0164-42-1109 令

2.2.1

(41)　障害児相談支援事業所
設置 経営

施　　　　　設　　　　　名
郵便

所　　　　　在　　　　　地
主体 主体 番号

電 話 番 号
 

開設・事業開始

備　考
Ｆ Ａ Ｘ 事業開始

社協 社協
留萌市社会福祉協議会　相談支援事業所そ
ら

077-0023
留萌市五十嵐町1丁目1番10号　留萌市保健福祉ｾﾝ
ﾀｰ「はーとふる」

0164-42-5530 平
留萌市社会福祉協議会

43-6062 24.4.1

ＮＰＯ ＮＰＯ 基幹相談支援センター　うぇるデザイン 077-0007 留萌市栄町2丁目6番3号
0164-56-1662 平

ウェルアナザーデザイン
56-1551 25.3.1

留萌市
42-5410

0164-56-1626
社団 社団 相談支援事業所エイト 077-0038 留萌市寿町1丁目31番地1

社団 社団 相談支援事業所　ここるる 077-0013 留萌市潮静２丁目１－７
0164-56-1906 平

北海道福祉支援会

56-1907 30.5.1

社団 社団 相談支援事業所あさのは 078-4123 羽幌町栄町１１４番地の１０
0164-69-2208

69-2208
令

1.6.3

社団 社団 相談支援事業所　ここるる 077-0013 留萌市潮静２丁目１－７
0164-56-1906 平

北海道福祉支援会
56-1907 30.5.1

社団 社団 相談支援事業所あさのは 078-4123 羽幌町栄町１１４番地の１０
0164-69-2208

リトルプランニング
69-2208 1.6.3

令

－２３－



(42)　認可保育所

(43)　幼保連携型認定こども園

(44)　保育所型認定こども園

(45)　地域型保育施設

(46)　認可外保育施設等

(47)　児　童　館

15
平

へき地保育施設
43.4.1

苫前郡初山別村字初山別136番地5 090-7643-8903 10

20
平

事業所内保育施設

留萌市本町3丁目60番地　留萌十字街西ビル1階 0164-42-8000

備　考
主体 主体 番号 Ｆ Ａ Ｘ 年月日
設置 経営

施　　　　　設　　　　　名
郵便

所　　　　　在　　　　　地
電 話 番 号

18
昭

留萌市立病院内保育所 077-8511 留萌市東雲町２丁目16番地 0164-49-1011

29.10.23
12

平

院内保育施設
24.4.1

私 私 もえっこクラブ留萌 077-0042 留萌市開運町１丁目２番１号 0164-49-2258

－
平

5.12.1

－
平

16.10.23

－

市 市 潮静児童センター 077-0013 留萌市潮静３丁目146番地 0164-42-1303

昭

63.12.1

市 市 寿児童センター 077-0038 留萌市寿町３丁目13番地 0164-43-1193

－
平

4.12.8

市 市 沖見児童センター 077-0037 留萌市沖見町５丁目64番地の1 0164-42-0072

－
昭

46.12.12

市 市 春日児童センター 077-0003 留萌市春日町１丁目20番地 0164-42-3870

－
昭

41.1.10

市 市 住之江児童センター 077-0027 留萌市住之江町３丁目95番地の1 0164-42-4381

市 市 千鳥児童センター 077-0024 留萌市千鳥町３丁目９番地の１ 0164-42-2226

主体 主体 番号 Ｆ Ａ Ｘ 年月日
設置 経営

施　　　　　設　　　　　名
郵便

所　　　　　在　　　　　地
電 話 番 号 利用

定員
設　立

公立施設
41.4.1

12
昭

備　考

所管 北海道

町 町 天塩町立雄信内へき地保育所 098-3133 天塩郡天塩町字オヌプナイ3762番地の5 01632-4-3244

私立一般
15.4.1

村 村 ふじみへき地保育所 078-4421 苫前郡初山別村字初山別153番地1 0164-67-2824 40
昭

公立施設（鬼鹿幼稚園）
23.4.1

私 私
保育グループ
天売ちびっこランド

078-3953 苫前郡羽幌町大字天売字和浦40番地 01648-3-5033 20
平

私立一般
20.8.4

町 町 おにしかこども園 078-3441 留萌郡小平町字鬼鹿港町283番地 0164-57-1353 10
平

社福 社福 小平幼児センター 078-3392 留萌郡小平町字小平町216番地 0164-59-1643 10
平

市 市

院内保育施設
19.1.4

私 私
留萌セントラルクリニック
サンタ託児所

077-0007 留萌市栄町１丁目５－12 0164-43-9500

私 私 心優会保育所 077-0042 留萌市開運町１丁目５番１号 0164-43-4400

設　立
備　考

院内保育施設
49.7.1

利用
定員

利用
定員

設　立

年月日

19
令

町
認定こども園遠別町幼児センターきら
り

098-3543 天塩郡遠別町字本町５丁目15の１

38.4.1
昭

01632-7-2744

NPO

NPO NPO 小規模保育　すまい留 077-0045

NPO
特定非営利法人
家庭保育所エルム

078-4421

設置 経営
施　　　　　設　　　　　名

郵便
所　　　　　在　　　　　地

電 話 番 号
主体 主体 番号 Ｆ Ａ Ｘ

0164-42-7226 140
昭

留萌萌幼会
48.11.1

社福 社福 認定古丹別こども園 078-3621 苫前郡苫前町字古丹別187番地の10

0164-42-7234 120
昭

留萌萌幼会
48.11.1

社福 社福 みどり保育園 077-0021 留萌市高砂町３丁目２番１号

利用
定員

町

設　立
備　考

年月日

社福 社福 沖見保育園 077-0037 留萌市沖見町３丁目267番地

施　　　　　設　　　　　名 所　　　　　在　　　　　地
主体 主体 番号 Ｆ Ａ Ｘ
設置 経営 郵便 電 話 番 号

Ｆ Ａ Ｘ
利用
定員

H21.4認可保育所から認定こど
も園に移行53.10.1

0164-65-4171 35
R3.4認可保育所から認定こど
も園に移行

備　考

昭

電 話 番 号

0164-62-2346

利用
定員

80

115

設　立
年月日
平

9.4.1
平

26.4.1

電 話 番 号
施　　　　　設　　　　　名

番号 Ｆ Ａ Ｘ

H31.4認可保育所から認定こど
も園に移行

泉学園

備　考

認定こども園まき 078-4103 苫前郡羽幌町南３条５丁目５

増毛郡増毛町南畠中町２丁目35の２ 0164-53-2879

設置 経営
主体 主体

町

郵便
所　　　　　在　　　　　地

町

学校 学校

設置 経営 郵便

増毛町立認定こども園あっぷる 077-0224

社福 社福 認定苫前こども園 078-3701

施　　　　　設　　　　　名 所　　　　　在　　　　　地
主体 主体 番号

50
昭

苫前郡苫前町字苫前161番地の６ 0164-64-2444

設　立

90
昭

35.5.1

年月日

90

町 町 天塩町認定こども園おひさま 098-3312 天塩郡天塩町字川口5699番地の１ 01632-2-1354

1.11.19
令

1.10.1

H28.4認可保育所から認定こど
も園に移行43.2.1

小規模保育所C型

小規模保育所A型

所管 市町村

【児童福祉関係施設等】

所管 北海道

所管 北海道

所管 北海道

所管 北海道

H29.4認可保育所から認定こど
も園に移行

－２４－



(48)　地域子育て支援センター、子育て相談連絡所

(49)　放課後児童クラブ

所管 市町村

所管 市町村

天塩町 こがら児童クラブ 098-3312
天塩郡天塩町字川口5702-１
（ファミリースポーツセンター内）

01632-2-1532

遠別町 遠別町児童クラブ 098-3543
天塩郡遠別町本町１丁目
（遠別町老人福祉センター内）

01632-7-2744

0164-56-2111

羽幌町 羽幌町留守家庭児童会 078-4103
苫前郡羽幌町南３条５丁目５
（認定こども園まき内）

0164-62-2346

苫前町
苫前放課後こどもセンター

小平町
小平地区放課後児童クラブ 078-3301

留萌郡小平町字小平町356番地の２
（文化交流センター内）

0164-56-9500

鬼鹿地区放課後児童クラブ 078-3442
留萌郡小平町字鬼鹿田代64番地の１
（鬼鹿小学校内）

潮静小学校区留守家庭児童会 077-0013
留萌市潮静３丁目146番地
（留萌市潮静児童センター内）

0164-42-1303

増毛町 マーシーくらぶ 077-0224
増毛郡増毛町南畠中町２丁目25
（増毛町文化センター内）

0164-53-2427

沖見小学校区留守家庭児童会 077-0037
留萌市沖見町５丁目64番地12
（留萌市沖見児童センター内）

0164-42-0072

港北小学校区留守家庭児童会 077-0004
留萌市元町３丁目82番地
（留萌市立港北小学校プレイルーム）

090-7514-1203

緑ヶ丘小学校区留守家庭児童会 077-0024
留萌市千鳥町３丁目９番地４
（留萌市千鳥児童センター内）

0164-42-2226
留萌市

留萌小学校区留守家庭児童会 077-0038
留萌市寿町３丁目13番地１
（留萌市寿児童センター内）

0164-43-1193

東光小学校区留守家庭児童会 077-0027
留萌市住之江町３丁目95番地16
（留萌市住之江児童センター内）

0164-42-4381

市町村名 施　　　　　設　　　　　名
郵便

所　　　　　在　　　　　地
電 話 番 号

備　考
番号 Ｆ Ａ Ｘ

天塩郡遠別町本町5丁目15番地1
（遠別町幼児センターきらり内）

01632-7-2744

天塩町 天塩町子育て支援センター 098-3312
天塩郡天塩町字川口5699番地の１
(天塩町認定こども園おひさま内)

01632-2-1354

苫前町
苫前地域子育て支援センター 078-3701

遠別町 遠別町子育て支援センター 098-3543

羽幌町 羽幌町子育て支援センター 078-4106

古丹別地域子育て支援センター

苫前郡羽幌町南６条３丁目
（すこやか健康センター内）

0164-62-1656

苫前郡苫前町字苫前161番地の6
（認定苫前こども園内）

0164-64-2444

078-3621
苫前郡苫前町字古丹別187番地の10
（認定古丹別こども園内）

0164-65-4171

増毛町 増毛町地域子育て支援センター 077-0224
増毛郡増毛町南畠中町2丁目35の2
（増毛町立認定こども園あっぷる内）

0164-53-2879

潮静児童センター（子育て相談連絡所） 077-0013 留萌市潮静３丁目１４６番地 0164-42-1303

留萌市子ども発達支援センター（子育て相談連絡
所）

077-0004 留萌市沖見町４丁目６２番地８ 0164-42-1109

沖見児童センター（子育て相談連絡所） 077-0037 留萌市沖見町５丁目６４番地１２ 0164-42-0072

寿児童センター（子育て相談連絡所） 077-0038 留萌市寿町３丁目１３番地１ 0164-43-1193

0164-42-4381

春日児童センター（子育て相談連絡所） 077-0003 留萌市春日町１丁目２０番地 0164-42-3870

千鳥児童センター（子育て相談連絡所） 077-0024 留萌市千鳥町３丁目９番地４ 0164-42-2226

番号 Ｆ Ａ Ｘ

留萌市

留萌市子育て支援センター 077-0023
留萌市五十嵐町１丁目１番10号
留萌市保健福祉センター「はーとふる」内

0164-42-4150

住之江児童センター（子育て相談連絡所） 077-0027 留萌市住之江町３丁目９５番地１６

市町村名 施　　　　　設　　　　　名
郵便

所　　　　　在　　　　　地
電 話 番 号

備　考

078-3701 苫前郡苫前町字古苫前183番地 0164-68-7112

放課後児童のんびりクラブ 078-3621 苫前郡苫前町字古丹別187番地の1 0164-65-4171

初山別村 放課後児童クラブひかり 078-4421 苫前郡初山別村字初山別136番地5 090-1642-3176
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〈その他〉

町町
40.10.30

0164-65-3766苫前郡苫前町字三渓58078-3638苫前三渓へき地保健福祉館
昭

北海道所管

所管 市町村

休止中

備　考
Ｆ Ａ Ｘ

市

(50)　助産施設
設置 電 話 番 号
主体 主体

(51)　へき地保健福祉館

所　　　　　在　　　　　地
電 話 番 号

郵便

53.3

設置 経営
施　　　　　設　　　　　名

主体主体
設　立郵便

年月日

設　立経営
番号

施　　　　　設　　　　　名 所　　　　　在　　　　　地
Ｆ Ａ Ｘ

備　考
年月日

44.6.26

昭
市 留萌市助産施設 077-8511 留萌市東雲町2丁目16番地 0164-49-1011

町 町 増毛町立岩尾へき地保健福祉館 077-0292

番号

増毛郡増毛町^弁天町３丁目61 0164-55-2025
43.10.1

昭

昭
町 町 天売へき地保健福祉館 苫前郡羽幌町天売弁天53 01648-3-5318078-3955
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※老人福祉施設等・・・２４種類、障害福祉施設・・・１８種類、児童福祉施設等・・・１０種類

施設の種類
利用形
態

目的・対象者

養護老人ホーム 老人福祉法 第20条の4 入所
身体・精神または環境上の理由や経済的な理由により自宅での生活が困難になった方を入所させ、
食事サービス、機能訓練等を行う。身の回りのことは自分でできる方が対象。

特別養護老人ホーム 老人福祉法 第20条の5 入所
身体上又は精神上著しい障害があり、常時介護を必要とし、自宅で介護を受ける事が困難な者を入
所させて入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生
活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う。

軽費老人ホーム
（ケアハウス）

老人福祉法 第20条の6 入所
身体機能の低下により自立した日常生活を営むことに不安がある方で、家族による援助を受けること
が困難な方が対象。無料又は低額な料金で老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な
便宜を供与する。

有料老人ホーム 老人福祉法 第29条 入所
高齢者を入居させ、入浴、排せつ、食事の介護、食事の提供、日常生活上必要な便宜（洗濯、掃除
等の家事、健康管理）を提供する。

老人福祉センター 老人福祉法 第20条の7 利用
無料または定額な料金で地域の高齢者に対して、各種の相談に応じる。また、健康増進、教養の向
上、レクリエーションのための便宜を総合的に提供する。

訪問介護事業所 介護保険法 第8条第2項 訪問
訪問介護員が利用者の居宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事
を行う。また介護予防は要介護状態になることを予防するために行う。

通所介護事業所 介護保険法 第8条第7項 通所
日中、老人デイサービスセンターなどに通い、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や生
活機能訓練などを日帰りで提供する。また介護予防は要介護状態になることを予防するために行う。

短期入所生活介護事業所（介
護予防を含む）

介護保険法 第8条第9項 入所
特別養護老人ホームなどの施設に短期間入所してもらい、食事、入浴、その他の必要な日常生活上
の支援や機能訓練などを行う。

特定施設入居者生活介護事
業所（介護予防を含む）

介護保険法 第8条第11項 入所
介護保険の指定を受けた介護付有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き
高齢者向け住宅などが、入居している利用者に対して、入浴・排せつ・食事等の介護、その他必要な
日常生活上の支援を行う。

福祉用具貸与事業所（介護予
防を含む）

介護保険法 第8条第12項 利用
利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るため、福祉用具をレンタルする
サービス。

特定福祉用具販売事業所（介
護予防を含む）

介護保険法 第8条第13項 利用
利用者の日常生活における自立支援や介護者の負担軽減を図るため、福祉用具を販売するサービ
ス。貸与になじまない用具が対象。

居宅介護支援事業所 介護保険法 第8条第24項 利用
介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネージャー（介護支援
専門員）が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等に沿って、ケアプランを作成したり、ケアプ
ランに位置づけたサービスを提供する事業所等との連絡・調整などを行う。

認知症対応型通所介護事業
所（介護予防を含む）

介護保険法 第8条第18項 通所
認知症の利用者に対して、入浴、排せつ、食事等の介護や生活等に関する相談、健康状態の確認、
機能訓練（リハビリテーション）等を行う。また介護予防は要介護状態になることを予防するために行
う。

小規模多機能型
居宅介護事業所

介護保険法 第8条第19項 複合型
通いによるサービスを中心に、利用者の希望などに応じて、訪問や宿泊を組み合わせて、入浴、排
泄、食事の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練（リハビリテーション）を行う。

認知症対応型グループホーム 介護保険法 第8条第20項 入所
認知症の症状がある方が共同で生活する住居において、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日
常生活上の世話、機能訓練をおこなう。

地域密着型特定施設入居者
生活介護事業所（介護予防を
含む）

介護保険法 第8条第21項 入所
介護保険の指定を受けた２９人以下の介護付有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、
サービス付き高齢者向け住宅などが、入居している利用者に対して、入浴・排せつ・食事等の介護、
その他必要な日常生活上の支援を行う。

地域密着型介護老人福祉施
設

介護保険法 第8条第22項 入所
定員２９人以下の特別養護老人ホームで、自宅では介護が困難な方が入所し、入浴、排せつ、食事
などの社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の
世話を行う。

介護老人福祉施設 介護保険法 第8条第27項 入所
特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる入浴・排せ
つ・食事などの介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話などを行
う。

介護予防支援事業所 介護保険法 第8条２の第16項 訪問
要介護支援者に対し、心身の状況、その置かれている環境や本人及びその家族の希望等を勘案し、
ケアプランを作成したり、ケアプランに位置づけたサービスを提供する事業所等との連絡・調整などを
行う。

サービス付き高齢者向け住宅
高齢者の居住の安定確保
に関する法律

第5条 入所
高齢者向けの賃貸住宅又は有料老人ホームであって居住の用に供する専用部分を有する者に高齢
者を入居させ、状況把握サービス、生活相談サービスその他の高齢者が日常生活を営むために必
要な福祉サービスを提供する。

生活支援ハウス
通知（H12.9.27老発第655
号）

－
利用
入所

60歳以上の一人暮らしの者、夫婦のみの世帯に属するもの及び家族による援助を受けることが困難
な者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供する。

高齢者グループハウス － － 入所
おおむね65歳以上で介護保険法に基づく要介護認定申請において、自立生活が可能と判定された、
一人暮らしの方及び夫婦のみの世帯であり、入居者同士が交流や助け合いながら補完し合う暮らし
の場を提供する。

老人福祉寮 老人福祉法 第11条 入所
65歳以上の者であって、養護者がないか、又は養護者があってもこれに養護させることが不適当で
あると認められる者を養護するための施設。

へき地保健福祉館
へき地保健福祉館の設置
運営について（昭和40年9
月1日厚生省発社第222号）

－ -
へき地において地域住民に対し、保健福祉に関する福祉相談、健康相談、講習会、集会、保育、授
産など生活の各般の便宜に供し、へき地住民の保健福祉の積極的増進を図る。

８　社会福祉施設の概要

法的根拠

老
人
福
祉
施
設
等
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施設の種類
利用形
態

目的・対象者

居宅介護事業所 障害者総合支援法 第5条第2項 訪問
ホームヘルパーが自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生
活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行う。

重度訪問介護事業所 障害者総合支援法 第5条第3項 訪問
重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対し
て、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家
事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出における移動中の介護を行う。

行動援護事業所 障害者総合支援法 第5条第5項 利用
行動に著しい困難を有する知的障害や精神障害のある方が、行動する際に生じ得る危険を回避する
ために必要な援助、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必
要な援助を行う。

同行援護事業所 障害者総合支援法 第5条第4項 利用
移動に著しい困難を有する視覚障害のある方が外出する際、ご本人に同行し、移動に必要な情報の
提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、ご本人が外出する際に必要な援助を適切か
つ効果的に行う。

短期入所事業所 障害者総合支援法 第5条第8項 入所
自宅で介護行っている方が病気などの理由により介護を行うことができない場合に、障害のある方に
障害者支援施設や児童福祉施設等に短期間入所してもらい、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介
護を行う。

生活介護事業所 障害者総合支援法 第5条第7項 入所

障害査支援施設などで、常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、入浴・排せつ・食事
等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言その他の必要な日常生活上の支
援、創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生産能力の向上のために必要な援助
を行う。

自立訓練（生活訓練）事業所 障害者総合支援法 第5条第12項 利用
知的障害または精神障害のある方に対して、障害者支援施設、障害福祉サービス事業所または障
害のある方の居宅において、入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な
訓練、生活等に関する相談および助言などの支援を行う。

就労継続支援（Ｂ型）事業所 障害者総合支援法 第5条第14項 通所
通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害のある方に対し、生産活動などの機会
の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービス。

共同生活援助事業所 障害者総合支援法 第5条第17項 利用
障害のある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事
等の介護、その他の日常生活上の援助を行う。

施設入所支援事業所 障害者総合支援法 第5条第10項 入所
施設に入所する障害のある方に対して、主に夜間において、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等
に関する相談・助言のほか、必要な日常生活上の支援を行う。

地域移行支援事業所 障害者総合支援法 第5条第20項 利用
障害者支援施設等に入所している方または精神科病院に入院している方など、地域における生活に
移行するために重点的に支援を必要としている方に対して、住居の確保などの地域生活に移行する
ための相談や必要な支援を行う。

地域定着支援事業所 障害者総合支援法 第5条第21項 利用
単身等で生活する障害のある方に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態
が生じた際に、緊急訪問や相談などの必要な支援を行う。

特定相談支援事業所 障害者総合支援法 第5条第18項 利用

基本相談支援及び計画相談支援のいずれも行う。
(基本相談支援：地域の障害のある方の福祉に関する問題について相談に応じ、必要な情報の提供
及び助言を行う。)
（計画相談支援：障害福祉サービスの利用申請時の「サービス利用計画案」の作成、サービス支給決
定後の連絡調整、「サービス等利用計画」の作成を行う。また作成された〔サービス利用計画」が適
切かどうかモニタリングし、必要に応じて見直しを行う。）

児童発達支援事業所 児童福祉法 第6条の2の2第2項 通所
療養の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる障害のある未就学児に対し
て、通所をとおして、日常生活における基本的動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓
練及びその他必要な支援を行う。

放課後等デイサービス事業所 児童福祉法 第6条の2の2第4項 通所
就学中の障害のある児童が、授業終了後または学校の休業日に通所し、生活能力向上のために訓
練、社会との交流の促進及びその他必要な必要な支援を行う。

居宅訪問型児童発達支援事
業所

児童福祉法 第6条の2の2第5項 利用
重度の障害の状態またはこれに準ずる状態にあり、児童発達支援等を受けるために外出することが
著しく困難である児童に対して、居宅を訪問し、日常生活における基本的動作の指導、知識技能の
付与、集団生活への適応訓練及びその他必要な支援を行う。

保育所等訪問支援事業所 児童福祉法 第6条の2の2第6項 利用
保育所等を訪問し、障害のある児童に対して、集団生活への適応のための専門的な支援及びその
他必要な支援を行う。

障害児相談支援事業所 児童福祉法 第6条の2の2第7項 利用
障害児が障害児通所支援（児童発達支援・放課後等デイサービスなど）を利用する前に障害児支援
利用計画を作成し（障害児支援利用援助）、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う（継
続障害児支援利用援助）等の支援を行う。

認可保育所 児童福祉法 第7条 通所
保護者が働いているなどの何らかの理由によって保育等を必要とする児童を預り、保育することを目
的とする通所の施設。

幼保連携型認定こども園 認定こども園法 第2条第7項 通所
日本の幼稚園及び保育所等における小学校就学前の子どもに対する保育及び教育並びに保護者に
対する子育て支援の総合的な提供を行う施設であり、都道府県知事が条例に基づき認可する。幼稚
園及び保育所等の施設・設備が一体的に設置、運営されている施設。

保育所型認定こども園 認定こども園法 第3条の2第2項 通所
日本の幼稚園及び保育所等における小学校就学前の子どもに対する保育及び教育並びに保護者に
対する子育て支援の総合的な提供を行う施設であり、都道府県知事が条例に基づき認定する。認可
保育所が、保育が必要な子ども以外の子どもを受け入れるなどの幼稚園の機能を備えた施設。

地域型保育施設 子ども・子育て支援法 第34条第3項第46条第3項 通所
0～2歳児への対応を目的として設けられた小規模保育施設であり、①家庭的保育事業、②小規模
保育事業、③事業所内保育事業、④居宅訪問型保育事業の4種類の施設がある。

認可外保育施設 児童福祉法 第59条の2 通所
児童福祉法に基づく都道府県知事の認可を受けていない保育施設のことで、①ベビーホテル、②事
業所内保育施設、③公立認可外保育施設、④私立認可外保育施設の４種類がある。

児　童　館 児童福祉法 第40条 通所
児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、または情操を豊かにすることを目的として設置される
屋内型児童厚生施設。

地域子育て支援センター

子育て相談連絡所

放課後児童クラブ 児童福祉法 法第６条３の第２項 通所
主に日中に保護者が家庭にいない小学生児童に対して、授業終了後に適切な遊びや生活環境の場
を与えて、児童の健全育生を図ることを目的とする。

助産施設 児童福祉法 第36条 入所
保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入
所させて、助産を受けさせることを目的とする施設

地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭の支援活動の企画、調整、実施を
担当する職員を配置し、子育て家庭等に対する育児不安等についての相談指導、子育てサークル等
への支援、ベビーシッター等の地域保育資源の情報提供など、地域の子育て家庭に対する育児支
援を行うことを目的とする。
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